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令 和 ４ 年 ６ 月 2 1 日 （ 火 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（37名）

（ ）２番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）３番 来 住 一 人

（ ）４番 山 内 佳菜子 県 民 連 合 宮 崎

（ ）５番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 山 下 寿 同

（ ）７番 窪 薗 辰 也 同

（ ）８番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）９番 安 田 厚 生 同

（ ）10番 日 髙 利 夫 同

（ ）11番 川 添 博 同

（ ）13番 中 野 一 則 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）16番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）17番 前屋敷 恵 美

（ ）18番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 井 本 英 雄 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 徳 重 忠 夫 同

（ ）21番 外 山 衛 同

（ ）22番 濵 砂 守 同

（ ）23番 二 見 康 之 同

（ ）24番 山 下 博 三 同

（ ）25番 西 村 賢 同

（ ）26番 日 高 博 之 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 日 髙 陽 一 同

（ ）34番 横 田 照 夫 同

（ ）35番 野 﨑 幸 士 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 丸 山 裕次郎 同

（ ）39番 右 松 隆 央 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 日 隈 俊 郎

副 知 事 永 山 寛 理

総 合 政 策 部 長 松 浦 直 康

政 策 調 整 監 吉 村 達 也

総 務 部 長 渡 辺 善 敬

危 機 管 理 統 括 監 横 山 直 樹

福 祉 保 健 部 長 重黒木 清

環 境 森 林 部 長 河 野 譲 二

商工観光労働部長 横 山 浩 文

農 政 水 産 部 長 久 保 昌 広

県 土 整 備 部 長 西 田 員 敏

会 計 管 理 者 矢 野 慶 子

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 村 久 人

財 政 課 長 高 妻 克 明

教 育 長 黒 木 淳一郎

警 察 本 部 長 佐 藤 隆 司

代 表 監 査 委 員 緒 方 文 彦

人事委員会事務局長 日 高 幹 夫

事務局職員出席者

事 務 局 長 渡久山 武 志

事 務 局 次 長 坂 元 修 一

議 事 課 長 鬼 川 真 治

政 策 調 査 課 長 伊 豆 雅 広

議 事 課 長 補 佐 関 谷 幸 二

議 事 担 当 主 幹 佐 藤 亮 子

議 事 課 主 査 内 田 祥 太

議 事 課 主 任 主 事 山 本 聡
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一般質問◎

これより本日の会議を開き○右松隆央副議長

ます。

本日の日程は、一般質問、人事案件の採決及

び議案の委員会付託であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、山

内佳菜子議員。

〔登壇〕（拍手） おはよう○山内佳菜子議員

ございます。県民連合宮崎、立憲民主党の山内

佳菜子です。本日もお忙しい中、傍聴いただ

き、またライブ中継を御覧の皆様、ありがとう

ございます。

食料品2.6％、ガソリン代15.7％、電気代21.0

％。私たちは今、非常に厳しい物価高の波にさ

らされています。

総務省が発表した４月の全国消費者物価指数

は、昨年の同じ月を2.1％上回りました。消費税

率引上げの影響を除けば、13年半ぶりの上昇率

です。

ＮＨＫの試算によると、コロナ前の2019年と

比べた場合、値上がりによる１世帯当たりの年

間の負担額は、年収によって６万4,468円から９

万8,697円程度増え、所得が低い世帯ほど影響が

大きくなるとも言われています。

１人当たりの県民所得が246万8,000円と沖縄

県に次いで２番目に低く、車社会でガソリンを

使わざるを得ない、４月からは年金も0.4％減額

になるなど、全国の中でも本県にとって、より

深刻さを増すのではと危惧しています。

私が信頼する研究者は、このように警告して

います。

「現在の物価高に対する基礎体力の弱さの背

景として、賃金上昇への努力が不足していたこ

と、仕組みができなかったことが、苦しみの一

因となっている。また、グローバル化した経済

の中で、地方にもその影響があることは、過去

のリーマンショックなどでも学んでいたはず。

「コロナは秋には収束する」と言ってそうなら

なかったように、今回のロシアによるウクライ

ナ侵攻や、物価高などをはじめ、一過性のもの

と考えたがる日本、地方は認識を改めねばなら

ない。表面的ではなく、根本的な戦略の変化が

求められる時代が到来している」

「一人一人の生活を見詰め、その影響を生み

出す背景や本質を捉える」。研究者のその強い

問題認識に共感する立場から、質問を始めま

す。

まず、福祉保健部長に伺います。

国の物価高騰の緊急対策として、宮崎県議会

でもこの６月定例会で、低所得のひとり親世帯

などに子供１人当たり５万円を給付する「低所

得の子育て世帯生活支援特別給付金」のための

予算案が提案されました。

開会して僅か５日後の15日に採決する、異例

のスピード対応でした。「国が６月中の給付を

求めている」との説明もありましたが、この低

所得の子育て世帯生活支援特別給付金のうち、

児童扶養手当を受給するひとり親世帯への給付

時期について、県内全市町村で６月中に給付さ

れるのか伺います。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お○福祉保健部長（重黒木 清君）

答えします。

国の原油価格・物価高騰等総合緊急対策に基

づき支給を行う、低所得の子育て世帯生活支援

特別給付金につきましては、真に生活に困って

いる方々への支援として、迅速な支給が求めら

れております。

令和４年６月21日(火)
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このうち、児童扶養手当を受給するひとり親

世帯への給付金につきましては、県が町村在住

者分を支給することとなっておりますが、関連

予算につきまして先日お認めいただいたことか

ら、支給対象となる1,880世帯へ通知を発送した

ところであり、６月中に対象者の児童扶養手当

支給口座へ給付金を振り込む予定としておりま

す。

また、各市在住の約１万200世帯につきまして

は、それぞれの市が支給することとなってお

り、各市においても６月中に支給する予定と

伺っております。以上であります。〔降壇〕

迅速な対応をお願いしま○山内佳菜子議員

す。

コロナ禍や物価高に対し、国は新たな支援策

を次々と打ち出しています。

一方、既存の事業について「活用が不十分」

との声も聞こえます。

ひとり親世帯などが低利または無利子で資金

を借りることができる「母子父子寡婦福祉資

金」の過去５年間の貸付件数及び、そのうち

「事業開始資金」の貸付件数についてお伺いし

ます。また、今後の利用促進に向けた取組につ

いて、福祉保健部長に伺います。

母子父子寡○福祉保健部長（重黒木 清君）

婦福祉資金の過去５年間の貸付件数につきまし

ては、令和元年度まで、各年度200件を超えてい

ましたが、令和２年度を境に160件台に減少して

おります。

これは、同時期に日本学生支援機構の給付型

奨学金制度が開始されたこと等により、貸付け

の８割以上を占める「修学資金」及び「就学支

度資金」の貸付件数が減少したことが要因とし

て考えられます。

また、「事業開始資金」の貸付件数は、過去

５年間の合計が３件となっております。

母子父子寡婦福祉資金には、ひとり親家庭の

経済的自立等を目的として、12種類の資金が用

意されておりますので、引き続き、県のホーム

ページや児童扶養手当現況届の受付時において

チラシを配布するなど、制度の周知を図ってま

いります。

県の「ひとり親世帯生活実○山内佳菜子議員

態調査」によると、直近の2017年の結果では、

回答した母子世帯のうち54.2％は、世帯全体の

平均月収が15万円未満の厳しい生活を送ってい

ます。

自分以外に子供を見る人がおらず、子供の急

病などで仕事を早退したり、休まざるを得な

かったりして、フルタイム勤務、パート勤務す

ら難しく、収入と子供との時間を確保するため

に、自ら事業を始める方もいます。その中の一

人の方から、この事業のことを教えていただき

ました。

「起業するに当たって、国庫でお金を借りた

１か月後にこの制度を知った。当時私がお世話

になっていた、企業を支援する部署の方も知ら

ず、市町村によって、窓口での対応にも、説明

や借りやすいかどうかに差があるとも聞く。情

報弱者は生活弱者になってしまう」と嘆いてい

ました。

必要なタイミングで必要な支援が届くように

お願いします。根本的な問題として、子育て中

でも安定的に働ける仕組みづくりを県としても

進めるよう、強く求めたいと思います。

次に、子供政策について伺います。

2011年、滋賀県大津市で、いじめを苦に中学

生が自死したことを受けて、「いじめ防止対策

推進法」が成立しました。第４条は、「児童等

は、いじめは行ってはならない」と禁止し、未
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然防止策に取り組むことは、教育委員会や学校

の責務と定めています。

県によると、直近の2020年度の県内の公立の

小中学校、高校、特別支援学校でのいじめの認

知件数は１万741件、前年度の１万5,054件と比

べると、約4,000件減りました。

コロナによる学級閉鎖などで、子供同士が対

面する機会も減ったことも背景にあるとのこと

ですが、それでも、児童1,000人当たりの認知件

数は全国２番目の多さです。

この認知件数は、学校でのアンケートや本

人、保護者、同級生などからの相談を基に学校

が認知した件数を数えているとのことですが、

アンケートはどのような方法で実施されている

のでしょうか、教育長に伺います。

いじめアンケート○教育長（黒木淳一郎君）

につきましては、県教育委員会が策定しました

「宮崎県いじめ防止基本方針」において、いじ

めの早期発見のための実施を求めておりまし

て、各学校では定期的に行われております。

具体的な方法といたしましては、記名式、無

記名式を交互に実施したり、家庭に持ち帰ら

せ、学校生活を保護者と一緒に振り返らせなが

ら回答させたりするなど、実施方法や内容を工

夫しながら、アンケートを実施しております。

また、県といたしましても、毎年１回、県内

の小・中・高等学校、特別支援学校など全ての

校種におきまして、無記名のアンケートを実施

しておりまして、いじめの早期発見に努めてい

るところであります。

小中学校では月１回、高校○山内佳菜子議員

では２か月に１回のペースで実施しているそう

ですが、その方法は各学校に委ねられていると

聞いています。

御説明があったように、持ち帰って無記名で

書く方法をはじめ、子供がＳＯＳを出しやすい

工夫をお願いします。

次に、いじめが起きた後の対応について、県

はどのような取組を行っているのか、教育長に

伺います。

いじめが起きた後○教育長（黒木淳一郎君）

の対応につきましては、被害児童生徒に寄り添

うことを最優先に、解消に至るまで組織的に対

応することが重要であります。

そのため、県教育委員会では、「いじめの認

知から解消までのガイドライン」等を策定して

おりまして、その中で、校長のリーダーシップ

を含めた組織的な取組や、被害者、加害者、双

方への指導・支援の在り方など、解消までの具

体的な内容を示し、各学校への指導を行ってい

るところであります。

また、重大ないじめ事案が発生した場合に

は、県におきまして、弁護士や臨床心理士、警

察官等から組織されました「宮崎県いじめ問題

対策委員会」を設置し、公平中立な立場から事

案の調査を行うこととしております。

いじめ防止対策推進法第２○山内佳菜子議員

条で、いじめは「児童等に対して、心理的又は

物理的な影響を与える行為（インターネットを

通じて行われるものを含む。）であって、児童

等が心身の苦痛を感じているもの」と定義され

ています。つまり、苦痛を感じたら認定する方

針です。

県によると、2021年８月時点で、「３か月間

いじめ行為が止まっている」「被害児童が苦痛

を受けていない」などとして、いじめが解消さ

れたとされるケースは１万486件で、全体の97.6

％とのことです。

一方で、私には、いまだにいじめ対応に苦し

む保護者の声が届きます。「相談窓口では、県
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に電話すると市へ、市に電話すると県へと言わ

れた。相手の保護者と学校との協議では、うち

の子はしていないの一点張り。結局、校区外へ

進学した」

「学校に出席できなければ、ただの欠席。学

校は被害者を守らず、加害者たちは笑顔で生活

している。自宅学習用の教材費も、親子で通う

心療内科の受診料も自己負担。宮崎にはいじめ

認知件数の数だけ心に傷のある子供がいる。子

供たちを助けてください」

第３条では、「いじめを受けた児童等の生命

及び心身を保護することが特に重要」とされて

いますが、その理念の実現には改善の余地があ

ると感じています。

例えば、大阪府寝屋川市では、教育委員会内

ではなく、市長部局内に「監察課」のようない

じめ対応部局をつくったり、被害児童や保護者

に転校費用を上限15万円、訴訟費用の上限30万

円までを助成する被害者救済制度を設ける取組

もなされています。

生徒が命を落としてしまってから対策が進

み、法律が整備されるという流れが繰り返され

ていますが、それでは遅いのです。

いじめの認知の割合が全国トップクラスであ

ること、今後のいじめ問題への取組について、

知事の見解を伺います。

本県における、いじめ○知事（河野俊嗣君）

の認知件数の割合が大きいことにつきまして

は、各学校が、いじめを初期の段階のものから

積極的に認知している結果であると、その点に

ついては肯定的に捉えているところでありま

す。

しかしながら、いじめと認知した件数が多い

ことは課題でありまして、そこには、つらい思

いをしている子供が必ずいる。そこに目を向け

る必要があろうかと思います。

学校におけるいじめの問題への対応につきま

しては、教育長が答弁しましたように、教育委

員会を中心に、これまでも取り組んできており

ます。今後とも、国の動向を注視し、今御紹介

いただきました他県の取組なども視野に入れな

がら、時代に合わせた対応を促してまいりたい

と考えております。

いじめは、学校を含めた社会全体で解決すべ

き大きな人権問題であります。そのため、全て

の子供たちをかけがえのない存在であるものと

して尊重し、子供たち一人一人が人としての尊

厳を有していることを認識しながら、社会総ぐ

るみで問題に取り組むことが、私たち大人の責

務であると考えております。

ありがとうございます。い○山内佳菜子議員

じめに関する質問は、今年１月から月１回開催

している「いじめを語る会」の参加者の声を基

に作成しました。皆さん、ありがとうございま

した。

「トイレに行く間もないという先生たちの処

遇改善をして、児童生徒と向き合う時間を確保

してほしい」「大人の世界にパワハラ、セクハ

ラ、ＤＶなどのいじめが存在しているのに、児

童生徒が大人に相談できるわけがない」という

意見もあります。

いじめの認知件数のトップクラスであるだけ

でなく、未然防止、発生後の対応についても

トップクラスと全国に認めていただけるような

本県の取組に期待しています。

次に、小中学校における不登校の増加につい

て、教育長の見解を伺います。

不登校につきまし○教育長（黒木淳一郎君）

ては、年々増加傾向にあり、令和２年度の調査

におきまして、小・中・高等学校合わせて1,700
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名以上の児童生徒が不登校の状態にあります。

このことは大きな課題であると重く受け止めて

おります。

不登校の要因は様々で、コロナ禍における何

らかの影響もあるのではないかと捉えておりま

すが、これまでの傾向から、今後さらに不登校

が増加することも懸念しているところでありま

す。

現在、各学校におきましては、不登校の未然

防止、解消に向け、教育相談の充実や関係機関

との連携に努めるとともに、スクールカウンセ

ラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門

家を活用し、一人一人に応じた支援を行ってい

るところであります。

県教育委員会といたしましては、不登校は、

どの児童生徒にも起こり得ることとして捉え、

その上で、子供たちの幸せのために何ができる

のか考えてまいります。

令和２年度は計1,785人と、○山内佳菜子議員

過去最多だったと聞いています。学校に行かな

い、行けない理由は様々だと思います。

新型コロナ対策への迅速な対応で世界の注目

を浴びた台湾のオードリー・タン・デジタル担

当大臣も、自身の病気などを背景に不登校とな

り、中学校を退学。３月に県庁で行われたオン

ラインの意見交換会でもその話を披露され、中

学校の校長に「学びを止めるな」と助言を受

け、多様な学びの場を子供たちに提供する大切

さを訴えられました。

６月10日、文部科学省の「不登校に関する調

査研究協力者会議」がまとめた報告書には、教

育機会確保法の趣旨にのっとり、「児童生徒や

保護者に一番近い在籍校などは、校内の別室指

導や教育支援センターによる支援を提案し、フ

リースクールなどの民間団体の支援の紹介、Ｉ

ＣＴを活用した自宅での学習支援の提案など、

子どもの主体性を尊重した情報提供を行うこと

が重要」と明記。学校以外の多様な学びの機会

も紹介するよう呼びかけています。

多様な学びの機会の確保に向けた民間団体と

の連携について、進捗状況と今後の対応を教育

長に伺います。

県教育委員会とい○教育長（黒木淳一郎君）

たしましては、昨年度から、県内における民間

団体やフリースクールの視察等を行いながら、

様々な教育機会の確保に向け、協議を深めてい

るところであります。

私自身も先日、宮崎市内のフリースクールに

直接伺わせていただきまして、活動の様子を見

せていただき、意見交換を行ってまいりまし

た。

今後は、市町村教育委員会と協議を深めなが

ら、各民間団体やフリースクール等の実態把握

に努め、様々な立場の方々に御意見をいただく

など連携を図り、今後の支援の在り方について

検討してまいります。

県によると、現時点で出席○山内佳菜子議員

扱いとなるフリースクールは、宮崎市内の１か

所だけです。「どこにどんな団体がいるか分か

らない」という声も聞こえます。

教育機会確保法第３条は、「国、地方公共団

体、民間団体や関係者の密接な連携」を求めて

おり、第13条では、「国及び地方公共団体は、

不登校児童生徒が学校以外の場で行う多様で適

切な学習活動の重要性に鑑み、休養の必要性も

踏まえ、状況に応じた学習活動が行われるよ

う、必要な情報の提供、助言その他の支援を行

うために必要な措置を講ずる」としています。

法に基づき、現在県が進めている市町村教育委

員会、民間団体との連携を深め、学校も、学校
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以外も含めて、学習の機会を確保するための環

境づくりを進めてください。

「１人１台配付されている端末などをもっと

活用して、オンライン授業を進めてほしい」と

の保護者からの意見も伺います。

様々な事情により、学校に行きたくても行け

ない児童生徒の学びを止めないため、オンライ

ンにより行う授業の現状と今後の対応につい

て、教育長に伺います。

現在、文部科学省○教育長（黒木淳一郎君）

では、学びを保障するためのオンライン学習を

積極的に進められるよう規則の改正を行い、制

度の弾力化を図っております。

県内におきましては、病気療養等、長期にわ

たる欠席の児童生徒に対しまして、オンライン

による授業の配信など、自分のペースに合わせ

た学習の支援を実施した例がございます。

県教育委員会といたしましては、学習の評価

や単位の認定など、今後のオンラインによる学

習支援の在り方について、さらに研究を深めて

まいります。

実施した例があるとのこと○山内佳菜子議員

ですが、子供が白血病のため入院し、小学校に

復学できたものの、コロナ感染を避けて学校に

行けない時期があった児童のお母さんにお話を

伺いました。市販のドリルも購入して、お母さ

ん御自身が勉強を教えていたそうです。必要な

児童生徒に行き届けること、学習の評価や単位

の認定についても、特段の配慮を求めます。

発達障がいに悩む保護者からの相談も増えて

おり、４月から「子育てなんでもきいてみよ

う」という座談会も月１回開いています。６月

は、息子さんが自閉症のお父さんが話をしてく

ださいました。

「小学校時代の先生はとても熱心だったが、

すごく無理解。息子のことをつぶさに報告する

ために、職場に何度も電話があり、上司から

は、「またか」「君の子育てがおかしいので

は」と言われ、自分も心の病となり退職した。

学校に何度もお願いして特別支援教育を始めて

もらい、私も子供も学校生活が大分スムーズに

なった」と報告され、現在は御自身も子育て支

援に尽力されています。

発達障がいのある児童生徒の保護者の声を教

育委員会の施策に生かす仕組みがあるのか、教

育長に伺います。

障がいのある児童○教育長（黒木淳一郎君）

生徒の保護者からの御意見につきましては、県

内を７つに分けたエリアサポート体制の中で、

特別に配置した経験豊富で専門性の高い教員に

よる学校への巡回相談や、福祉等関係機関との

連携会議において把握させていただき、施策を

実施する際の参考としております。

特に、発達障がいのある児童生徒に関しまし

ては、その特性から学習面や行動面、対人関係

の困難さが気づかれにくいという傾向もあり、

教員による気づきと児童生徒及び保護者への早

期の相談支援が重要であると考えております。

このことからも、県教育委員会といたしまし

ては、より本人、保護者の声に耳を傾け、施策

の充実に努めてまいります。

児童生徒や保護者を取り巻○山内佳菜子議員

く環境も多様化していますので、柔軟な対応を

お願いします。

「義務教育である小中学校は支援が手厚いだ

ろうが、高校への進学は不安」との声も根強く

あります。

県立高校における特別な教育的ニーズのある

生徒に対しての受検の配慮と、入学後の支援の

状況について、教育長に伺います。

 - 205 -



令和４年６月21日(火)

特別な配慮を必要○教育長（黒木淳一郎君）

とする生徒が県立高校を受検する際は、中学校

からの申出を基に、高校と県教育委員会が協議

した上で、本人の状況に応じて、別室での受検

や学力検査問題のルビ振り、用紙の拡大などの

必要とされる対応を行っております。

入学後につきましても、各高校で生活面や学

習面、対人関係に困難さを抱える生徒の情報を

職員間で共有し、一人一人に応じた支援に努め

ております。

さらに現在、７エリアに設置した15校の拠点

校を中心に、困難さの改善、環境への適応を目

指した「通級による指導」も行っております。

県教育委員会といたしましては、今後とも、

個別の教育的ニーズに応じた支援について、よ

り一層充実を図ってまいります。

昨年度の受検の際は、視○山内佳菜子議員

覚、聴覚障がいがある生徒も含めて47人への配

慮を行ったと聞いています。また、県立学校37

校のうち15校に16教室の通級指導教室があるこ

とは、人口比で見ると九州断トツの多さとのこ

と。これ以外にも様々な支援に取り組んでいる

とのことです。

法律があるから、人生を決める受検だからで

はなく、個々の状態に合わせた配慮を常日頃か

ら行っていただくよう、お願いいたします。

子供政策の最後です。

２月議会で重松議員が取り上げたテーマです

が、白血病などで骨髄移植を受けた子供へのワ

クチン再接種についてです。

見ず知らずの方から、ツイッターのダイレク

トメールが届きました。「県内でもまだ助成し

ていない市町村がある。県費助成が始まれば26

市町村の足並みがそろうのでは」という内容で

した。

何もできないままだったある日、20年ぶりに

再会した同級生が、我が子を４歳で白血病で

失ったことを知りました。私の息子も今４歳で

す。とてもショックでした。

改めて、県内で再接種を待つお母さんや医師

に話を伺いました。白血病の子供さんの場合、

小児慢性特定疾病になるため、所得に応じての

金額と食事代は自己負担。子供を見るため病室

に付きっきりになるので、親は仕事を休職・退

職となり、収入は激減。髪が抜け、嘔吐を繰り

返す子供を前に、心が締めつけられながらも笑

顔で励まし続けたそうです。

「病気になりたくてなったわけではない。再

接種の負担が多過ぎて再接種するのを諦めるよ

うな、差別するような環境ではなく、病気に

なった子供たちも平等に安心できる未来を、県

を挙げて支援していただきたい。どうか、この

声が県議の皆様、知事に届いてくれればと思い

ます」とおっしゃっています。

九州では2020年から福岡県が、今年４月から

鹿児島県も助成を始めました。鹿児島県で再接

種助成を訴えたお母さんは、「同じ日本で、九

州で、負担の差があるのはおかしい」と何度役

所に連絡しても、毎回「検討中」との返答。地

元メディアに取り上げられたこともあり、よう

やく助成が認められたそうです。

「小児がんになれば、昨日までの生活も仕事

もなくなる。当たり前の生活が一番難しい。小

児がんの子供も普通に過ごせることを願ってい

るだけ」とおっしゃっています。対象になるの

は、県内でも年間10人程度で、１人当たり20万

円程度と、膨大な予算額が必要なものでもあり

ません。

骨髄移植を受けた子供へのワクチン再接種に

係る県の支援について、知事に伺います。
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骨髄移植は、治療経過○知事（河野俊嗣君）

におきまして移植前の血液細胞を根絶するた

め、過去に行った予防接種の効果も消失すると

言われております。このため関係学会において

は、ワクチンの再接種が推奨されておりまし

て、国においても、市町村を実施主体とした定

期接種化について検討が行われているところで

あります。

県におきましては、これまでも、おたふく風

邪や百日ぜきの追加接種などの任意接種に係る

費用について、実施主体である市町村へ必要な

支援を行ってまいりました。

お尋ねのワクチン再接種の助成につきまして

は、つらい治療を乗り越えてこられた御本人や

御家族の負担も考慮しながら、国の動向や市町

村の意向も踏まえて、必要な検討を行ってまい

ります。

「必要な検討を行う」とい○山内佳菜子議員

う前向きな御答弁をいただきました。ぜひお願

いします。

次に、ＤＶ被害者支援についてです。

県が設置している配偶者暴力相談支援セン

ターにおけるＤＶ相談件数の推移について、県

の認識を福祉保健部長に伺います。

配偶者暴力○福祉保健部長（重黒木 清君）

相談支援センターの機能を担っております女性

相談所の過去10年間のＤＶ相談件数は、平成29

年度の601件をピークに増減を繰り返している状

況であり、令和２年度は515件と、前年度に比

べ57件減少しております。

一方で、警察と男女共同参画センターを加え

た県全体の相談件数につきましては、増加傾向

にありまして、10年前に1,000件程度だったもの

が、令和元年度には1,600件と過去最高を記録

し、令和２年度も1,456件と高止まりしている状

況にあることから、支援を必要としている女性

は増え続けているものと認識しております。

内閣府の３月の発表による○山内佳菜子議員

と、全国の配暴センターの相談件数は増加した

一方、本県は減少、全都道府県別でも329件と最

下位でした。なぜでしょうか。

配暴センターが都道府県内に１か所しかない

のは、三重、和歌山、香川、高知と本県の５か

所だけです。市町村への設置をどのように促す

のでしょうか。また、県の施設への増設につい

て、福祉保健部長に伺います。

配偶者暴力○福祉保健部長（重黒木 清君）

相談支援センターは、「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等に関する法律」、いわゆ

るＤＶ防止法に基づいて、ＤＶの防止及び被害

者の保護を行っており、本県では、女性相談所

がその役割を担っておりますが、議員御指摘の

とおり、ほかにセンターは設置されておりませ

ん。

現在、地域のＤＶ相談の対応は、市町村の担

当課や社会福祉協議会等が行っているところで

すが、市町村にセンターが設置されることで、

身近な場所での継続的な相談・カウンセリン

グ、住民票の異動や生活保護等の手続の一元化

など、ワンストップの支援を行うことが可能と

なります。

このため県では、市町村に対して、センター

の設置について働きかけを行うとともに、これ

を検討する市町村に対しましては、相談業務へ

のアドバイス等の支援を行うこととしておりま

す。

あわせて、県の施設への設置についても検討

を進めることで、県全体のＤＶ防止及び被害者

支援体制の充実・強化を図ってまいりたいと考

えております。
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県の増設についても検討を○山内佳菜子議員

進めるとの前向きな御答弁、ありがとうござい

ます。市町村の設置についても、財政措置を含

めたアクションを求めます。

配暴センターも入っている女性相談所の相談

は、電話か対面で受け付けています。電話を時

間外にかけると、以下のメッセージが流れま

す。

「宮崎県女性相談所です。現在の時間は御相

談を受け付けておりません。受付時間内におか

け直しください。緊急の場合は警察にすぐに御

相談ください。通話状況を確認するために録音

しておりますが、こちらからのおかけ直しはい

たしませんので御了承ください」。

相談者の９割以上は男性に傷つけられた女性

であるにもかかわらず、男性職員の声で吹き込

まれています。「通話状況のための録音」をす

る必要があるのでしょうか。

もっと被害者に寄り添った内容にすべきと考

えますが、県の考えを福祉保健部長に伺いま

す。

女性相談所○福祉保健部長（重黒木 清君）

では、女性に関する様々な問題について、相談

員が面接及び電話での相談に応じ、問題解決の

ための助言指導等を行っております。電話相談

での対応は、祝日と年末年始を除き、月曜から

日曜日まで毎日行っておりますが、夜間等の時

間外は留守番電話メッセージにて対応し、緊急

の場合は警察へすぐ相談するように案内してお

ります。

一方、警察から女性相談所への緊急連絡

は、24時間365日体制で受け付けており、警察が

被害者の安全を確保する中で、緊急の一時保護

が考えられるケースについては、時間外でも連

携して対応しているところであります。

議員御指摘の留守番電話メッセージにつきま

しては、相談者にとって必要な内容を御案内す

るものでありますが、その伝え方につきまして

は、女性の声での案内とするなど、相談者に寄

り添った改善を図ってまいりたいと考えており

ます。

改善いただけることを感謝○山内佳菜子議員

するとともに、時間外の対応の充実について、

今後も御検討をお願いいたします。

ＤＶ相談の対応に、メールやＳＮＳも活用す

べきと考えますが、県のお考えを福祉保健部長

に伺います。

議員御指摘○福祉保健部長（重黒木 清君）

のとおり、女性相談所におけるＤＶ相談は、現

在、電話や面接により行っておりますが、全国

からの相談に対応している国においては、令和

２年４月から、電話やメール、チャットで相談

に応じる「ＤＶ相談プラス」が開始されたこと

から、県では、これをホームページの相談窓口

一覧で紹介し、周知を図っているところであり

ます。

メールやＳＮＳを活用した相談方法は、同居

する家族に気づかれず、相談者のペースで相談

ができ、若者や女性を相談につなげる最も身近

な手段として期待されますので、女性相談所に

おきましても、まずは、メールの活用について

検討を進めてまいりたいと思います。

まずはメールの活用をス○山内佳菜子議員

タートしていただけるとのこと、ありがとうご

ざいます。

若い女性を支援するＮＰＯ法人ＢＯＮＤプロ

ジェクトによると、一番多かった相談方法はＬ

ＩＮＥで、本県の68件を含む約1万9,000件、次

がメールで約１万600件、電話は約1,800件でし

た。若い世代が相談しやすいＳＮＳの導入も研
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究をお願いします。

県内の民間団体から、「ＤＶに困っている子

育て中の女性が、女性相談所に一時保護を求め

たのに受け入れてもらえなかった」と伺いまし

た。県に確認したところ、「適切に対応した」

との回答があり、認識の違いがあるようです。

結局、その女性は民間団体の支援を受けて、

引っ越しや役所での各種手続を行ったようで

す。経費は民間団体が全額負担です。

女性相談所におけるＤＶ被害者の受入れ実績

について、また受け入れる際の基準について、

福祉保健部長にお尋ねします。

ＤＶ被害者○福祉保健部長（重黒木 清君）

からの相談に際しては、問題解決のための助言

指導や支援期間の情報提供を行うほか、緊急に

保護を必要とする場合には、被害者の意思に基

づき、被害者及び同伴家族の一時保護を行って

おります。

過去10年間に一時保護を行った被害者本人の

実人数は、平成24年度の34人をピークに増減を

繰り返している状況にありまして、令和２年度

は16人となっております。

次に、一時保護を行う基準につきましては、

身体の危険性や緊急性の観点から設けていると

ころであり、具体的には、配偶者からの追跡の

おそれ、経済状況、心身の健康状態等を総合的

に勘案し、女性相談所長が必要と認める場合に

一時保護を行うこととしております。

ＤＶ防止法第２条に、「国○山内佳菜子議員

及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止

するとともに、被害者の自立を支援することを

含め、その適切な保護を図る責務を有する」と

あります。また、第４次ＤＶ対策宮崎県基本計

画に、「被害者の保護支援を行うに当たって

は、被害者の安全の確保が最優先課題」とされ

ていますが、その責務は果たされているでしょ

うか。

民間団体の方は、「相談者はどんな支援制度

があるか、自分に何が必要かも分からないまま

必死で救いを求めてくる。まずは身の安全を確

保してから、できること、できないことを説明

するなど、寄り添った対応を」と求めていま

す。法律や計画の遵守をお願いします。

次に、配暴センターの証明書発行手順につい

て、福祉保健部長に伺います。

市町村等に○福祉保健部長（重黒木 清君）

おきましては、ＤＶ被害者の自立支援を目的と

して、公営住宅への優先入居等の各種支援措置

を行うほか、加害者に対する住民基本台帳の閲

覧制限を行っておりますが、その際に、配偶者

暴力相談支援センターの機能を担っております

女性相談所からのＤＶ相談を受け付けた証明書

が必要となります。

この証明書の発行に当たりましては、なりす

ましや悪用を防ぐため、申請、交付いずれも御

本人の来所による手続に限定しており、身分証

明書等による本人確認と、利用目的や現状の確

認を行った上で申請を受け付けますが、セン

ターでの過去の相談歴等を確認する必要がある

ことから、証明書の交付は翌日以降とさせてい

ただいております。

手続に際しましては、複数の証明書をまとめ

て申請できる様式とするほか、事前予約をして

いただくことで、被害者の負担軽減を図るなど

改善を図っておりますが、引き続き、発行期間

の短縮等に努めてまいりたいと考えておりま

す。

暴力を受けたパートナーに○山内佳菜子議員

見つからないように、身の危険を感じながら被

害者や、その同行者は来所しています。迅速な
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対応や来所時間の短縮など、負担の軽減を求め

ます。

女性支援の在り方を66年ぶりに変える困難女

性支援法が５月、国会で成立しました。女性相

談所の役割も見直される絶好のチャンスであ

り、昨日、河野議員もお話しされていました

が、施行までの２年間は、準備期間として有効

に活用いただきたいと思います。民間団体との

連携や支援が明記されていますが、困難女性支

援法の施行を視野に入れた民間団体との今後の

連携の在り方について、知事の考えを伺いま

す。

ＤＶのほか、性的な被○知事（河野俊嗣君）

害や生活困窮など、多様化・複雑化します女性

問題に適切に対応するために、令和４年５月、

議員立法により、「困難な問題を抱える女性へ

の支援に関する法律」が新たに制定されたとこ

ろであります。その基本理念として、多様な支

援を包括的に提供する体制づくりや、関係機関

・民間団体との協働による切れ目のない支援の

実施が掲げられております。

現在県では、「ＤＶ被害者保護支援ネット

ワーク会議」等によりまして、民間団体と連携

を図っているところであります。今回の法律制

定に伴い、さらなる支援の充実が求められます

ことから、今後、国が定める基本方針を踏まえ

ながら、関係機関の役割や民間団体の強みを生

かした支援体制の在り方について検討し、本県

の女性が安心して自立した生活を送れる社会の

実現を目指してまいります。

ネットワーク会議に入って○山内佳菜子議員

いる民間団体は２団体と伺っていますが、私が

主宰する「ＤＶ被害者を学ぶ会」には、ほかに

も幾つかの民間団体も参加してくださっていま

す。

会議で顔を合わせる「連携」から一歩進め

て、行政や民間団体がそれぞれの強みを生かし

て一緒に動く「連携」、知事が掲げる「協働」

を進めていただきたいと思います。

最後に、県民の関心も高いバス路線問題につ

いてです。

現在協議が行われている県バス対策協議会の

中で、住民や利用者の声はどのように反映され

ているのでしょうか。総合政策部長に伺いま

す。

地域の実情に○総合政策部長（松浦直康君）

即した輸送サービスの実現に向けて、市町村で

は、利用者や地域住民の声を反映するために、

地元の自治会やＰＴＡの代表者等を構成員とす

る「地域公共交通会議」が設置されておりまし

て、様々なテーマについて広く議論が行われて

いるところであります。

また、県バス対策協議会では、複数の市町村

にまたがる地域間幹線バス路線につきまして、

より広域的な視点から議論しているところであ

りますが、地域の声を反映するため、市町村を

主体とする県内８つの地域分科会を設けており

ます。

この地域分科会では、地域間幹線バスの運行

予定者や効率的な運行ルート、ダイヤの見直

し、地域内のコミュニティーバスとの乗り継ぎ

など、利用促進や利便性の向上の取組につい

て、市町村における議論も踏まえ、路線ごとに

協議をしているところであります。

自治会長やＰＴＡ会長な○山内佳菜子議員

ど、団体の代表の方が利用者の声をどのように

届けてくださっているんだろうかということを

確認するために、県のホームページで会議資料

や議事録がないかなと思って探したんですけれ

ども、見つかりませんでした。今はアップして
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いないということです。

意見を述べるために、正確な情報は欠かせま

せん。問題意識を共有し、よりよい解決を探る

ためにも、まずは情報公開を求めます。

次に、宮崎交通は経費削減の上、継続して運

行したいとの意向ですが、事業者選定に当たっ

て、今後どのように対応するのでしょうか。総

合政策部長に伺います。

地域間幹線バ○総合政策部長（松浦直康君）

ス路線につきましては、宮崎交通から当初、

「行政による赤字額の全額補塡がなければ路線

を廃止する」という申出があり、加えて、「こ

れ以上の経営改善は難しい」との話もあったこ

とから、将来にわたり赤字額の全額補塡を続け

ていくことは、そのような状況では難しいと考

えまして、地域分科会等で市町村とも議論を重

ねた上で、他事業者への転換等も含めた方向性

を出したところであります。

その後、経費削減策が提示されるなど、宮崎

交通の考え方にも変化があったことから、今

後、その在り方につきまして、改めて協議・検

討することとしております。

また、事業者を選定する場合には、行政負担

のみならず、利用者の安全性や利便性の確保な

ど、持続可能な交通手段となるよう、市町村と

ともに総合的に検討してまいります。

事業者選定の視点が「採算○山内佳菜子議員

性」だけではないと伺い、少しほっとしまし

た。

「今、全国の路線バスが大変なことになって

います」というメッセージとともに、ＮＨＫは

路線バスの特設サイトを開設しています。運転

手不足で、赤字路線だけでなく、大都市部の黒

字路線までも減便・廃止せざるを得ない事態と

いうことです。

コロナ前のデータですが、バスの運転手の平

均年収は457万円と、全業種平均より１割低く、

平均労働時間は月210時間と２割高い状態です。

入社４年で半数近くは離職し、赤字になって

いる会社率は全体の７割、運転手不足の会社は

８割で、このうち５社に１社は運転手不足のた

め減便や路線の廃止などを検討しているとの深

刻なデータもあります。

公共交通政策に詳しく、国の交通関係の審議

会委員や、各県の地域公共交通計画の策定にも

携わっている、名古屋大学の加藤博和教授は、

「2005年からの10年間で給料が２割減、労働時

間が２割増えた業種。全国のバス事業者が給料

アップや処遇改善で何とか運転手を確保しよう

としている中、宮崎の状況を注視している」と

のことでした。

一方、地域公共交通活性化再生法の改正によ

り、2024年度以降は、「地域公共交通計画」を

作成しなければ、乗合バスなどの補助金がもら

えない仕組みとなりました。

この計画は、バスだけでなく、今議会でも複

数の議員が取り上げている鉄道、タクシーも含

めた公共交通について、行政、事業者、住民、

学識経験者による法定協議会を設置して、どの

ような将来像を目指すのか、利用者や収支など

の目標値を設定し、ＰＤＣＡを強化、それを実

現するための事業や実施主体を記載する、言わ

ば本県が目指す公共交通の姿と、それを実現す

る設計図のようなものです。

地域公共交通計画の策定を今後どのように進

めていくのか、総合政策部長に伺います。

地域公共交通○総合政策部長（松浦直康君）

計画は、地域にとって望ましい地域の旅客運送

サービスの姿を明らかにするものであります

が、令和６年度以降は、この計画への位置づけ
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が、地域間幹線バスに対する国庫補助の要件と

なることから、県におきましては、令和５年度

末までに策定することとしております。

本年度は、市町村、交通事業者、学識経験者

等で構成する法定協議会を設置するとともに、

必要となるデータ収集や分析等の業務を専門業

者へ委託するなど、計画策定に向けた取組を順

次進めてまいります。

現在、県バス対策協議会や地域分科会等を中

心に、地域間幹線バス路線に関する協議・検討

を行っておりますが、その結果も反映させなが

ら、地域の移動手段の持続的な確保につながる

計画を策定してまいります。

バス路線問題は、「事業者○山内佳菜子議員

を決めれば終わり」ではありません。運転手は

全国で不足し、人口減少や高齢化による利用者

減などを背景に、公共交通は縮退の一途をた

どっています。

本県のように１社が路線バスを維持する県は

全国でも珍しい中、同じく１社が担う奈良県で

も、10年前に本県と同じようなことが起きたそ

うです。

奈良交通の申出を受けて、県、市町村と議論

を続け、路線改善を進めています。議員発議で

奈良県公共交通条例をつくり、それに基づく毎

年度の報告書には、輸送人員、経費、経営状

況、国、県、市町村からの補助金の推移などの

データ、公共交通を支えるための県の各事業が

部署ごとに整理されて、公開されています。

公共交通がなくなれば、生活の場がなくな

り、まちは人も住めなくなります。県、事業

者、県民でどう課題を共有し、合意形成を図る

のでしょうか。この局面をどう乗り切るので

しょうか。今後のバス路線に対する知事の思い

を伺います。

地域間幹線バスをはじ○知事（河野俊嗣君）

めとしますバス路線は、県民にとりまして、通

院や通学、買物など、安心して地域で暮らすた

めの重要な移動手段であると認識しておりま

す。私自身も、ジム通いなどで毎週、定期的に

利用しております。

一方で、自家用車の普及や人口減少等に加え

まして、新型コロナの影響により利用者数が大

きく落ち込むとともに、燃料の急激な値上がり

など、バスを取り巻く環境は非常に厳しいもの

となっております。

県におきましては、先般可決いただきました

補正予算における燃料高騰対策など、国の臨時

交付金も活用した運行支援を行うとともに、事

前予約により運行させるデマンドバスや、バス

を含めた最適な移動手段の予約・決済を一括で

行うＭａａＳの導入など、利用促進や活性化に

も取り組んでいるところであります。

今後も引き続き、これらの施策を推進すると

ともに、利用者や地域住民の声も十分踏まえな

がら、市町村・バス事業者等とその在り方につ

いて議論を深め、将来にわたって持続可能なバ

ス路線となるよう努めてまいります。

「公共交通を守ることは、○山内佳菜子議員

故郷を守ることだ」と言われた方がいます。人

口減少や災害で鉄道が消え、バスも消え、車も

運転できなくなって故郷を離れざるを得なく

なった方は、この車社会、過疎地域も多い宮崎

に、どれほどいらっしゃったことでしょう。

車を手放しても安心して住み続けられる宮崎

へ。これからも厳しさが続くであろう公共交通

の経営を、誰がどれぐらい負担し、支えていく

のか。将来の宮崎、地方の姿を左右するほどの

深いテーマです。

公共交通の危機から故郷の在り方を考える
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チャンスだと思います。知事のリーダーシップ

に期待して、私からの質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手）

次は、太田清海議員。○右松隆央副議長

〔登壇〕（拍手） 何で人間は○太田清海議員

戦争するのだろう。これは私が中学生の頃、ベ

トナム戦争の報道に接するたびに感じた、当時

は人生最大の疑問でした。学校教育では「友達

とは仲よくしなさい」と教えているのに。

そしてまた、今にして思うことですが、当時

アメリカが起こしたベトナム戦争に対して、ア

メリカに対する国際的な経済制裁などなかった

なと思うと、戦争観というものが、私たちの立

ち位置によって変わるものだろうかという疑問

も、ふと感じます。

また、考えてみると、私たちの日常生活の中

で起こっている、いじめ、虐待、誹謗中傷、あ

おり運転なども戦争の一変形ではないかと思え

てなりません。だから私は、私の日常生活の中

での争い事はできるだけ避けようと思っていま

す。

事実、こんなことがありました。

私たち夫婦が買物から帰ってきたときのこと

です。食卓に着席すると、その食卓に固定電話

の子機が置いたままでありました。妻はそれを

見て、「またこんなところに置いたままにし

て」と、まるで私が犯人であるかのように言い

ました。

孫が犯人ではないかと思っていた私は、む

かっときたのですが、私は黙ってその子機を元

のところに置き直しました。

すると今度は、運悪く私の座っている椅子の

下にコーヒーの滴みたいなものがこぼれていま

した。目ざとく見つけた妻は、また私が犯人で

あるかのごとく、「またこんなところにこぼし

て」と強い口調で私に言いました。これも犯人

は孫と思っていた私は、さらにむっときたので

すが、まあいいやと思って怒りをぐっと抑え、

黙ったままぬれぎぬを着て、その場をやり過ご

しました。

すると、５分たち10分たつと、いつの間にか

夫婦の会話は何事もなかったかのように穏やか

に交わされていきました。

私は思いました。あのとき感情に任せて「そ

れは俺じゃねえ」と反論していたら、夫婦の間

にきっと険悪な争い事が起こっていたのではな

いかと。命に別状なければ、つまらぬことは反

論しないほうがいいと、つくづく思いました。

考えてみれば、私の妻は県議会議員である私を

疑ったわけでありますが、嫌疑不十分だったの

です。

それでは、質問をいたします。

国家の政策決定が、いつの間にか株式、株価

というものに絡め取られているのではないかと

いう問題です。

岸田内閣の発足当時、新しい資本主義という

名の下に、例えば金融所得課税の見直しを訴え

られていたようでありましたが、結果として、

その見直しも先送りとなったようであります。

１億円の壁といわれるように、金融資産を多

く持った高額所得者は、１億円を超えると急激

に所得税の負担率が下がり、これが応分の負担

という考え方からすると、社会的な不公平では

ないかと言われています。

岸田首相がこれを正そうとされたことは間違

いではなかったと評価しています。しかし、い

かんせん、そのメッセージが伝わった途端、株

価が下落し、やむなく先送りとなったのだと思

います。

私が問題とするのは、このように国家の政策
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決定が、いつの間にか株価とかいうものに影響

されているのではという、その体質についてで

あります。

年金積立金管理運用独立行政法人、通称ＧＰ

ＩＦも、安倍内閣の時代にその運用がかなり大

きく株式に依存しました。このように、株とい

うものに国家財政が安易に依存するあまり、今

後、じわじわと国家の政策決定の自由度をむし

ばんでくるのではないかと思うのです。

国の政策決定が株価の影響を受けることにつ

いて、知事の所感を伺います。

次に、ハラスメントの問題であります。

様々なハラスメントがあるようで、最近、カ

スタマーハラスメントという言葉を聞きまし

た。これは、お客が店員さんに理不尽な苦情

を、言いがかりをつけるようにハラスメントす

ることでしょうか。

そういえばコンビニなどで、お客が店員さん

に苦情を言い、土下座させたという報道を聞い

たことがありました。理由のほどは分かりませ

んが、店員さんも非正規の若い子だったりする

と、かわいそうだなと。その子は今後、社会と

いうものに信頼感を持てるのだろうか、この社

会の中にどのような印象を持って入り込むのだ

ろうかと思うと、かわいそうでなりません。

過度な謝罪要求、インターネットでの誹謗中

傷、容赦のない批判、あおり運転、何か世の中

がぎすぎすしてきた感じがします。

このような社会に対しての知事の所感を伺い

ます。また、このように人権が尊重されていな

い社会を変えていくために、知事として県民に

どう訴えていくのかをお伺いしたいと思いま

す。

以下の質問は、質問者席で行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、政策決定の在り方についてでありま

す。

株価は、企業価値や企業経営等と密接に関係

し、経済情勢を反映する貴重な指標であります

ことから、その動向は、経済政策を検討する上

で必要な判断材料の一つであると考えておりま

す。

また、金融所得課税の見直しは、所得の再分

配という効果がある一方で、株価に影響を及ぼ

す可能性があることから、その実施について

は、タイミングを見極める必要があると考えて

おります。

岸田総理は、今回の見直しの先送りについ

て、見直し自体を断念したものではなく、まず

は企業の成長を促し、その成長から得られる果

実を分配していく、優先順位の問題である旨の

説明をされております。

私も政策決定に当たりましては、単一の目的

に対する効果だけではなく、様々な分野へのプ

ラス・マイナスの影響も含めて、総合的に判断

する必要があると感じたところであります。

次に、様々なハラスメントの問題についてで

あります。

私たちは、これまで、本県で発生した口蹄疫

をはじめ、東日本大震災や熊本地震、さらには

新型コロナなどへの対応を通して、人と人との

結びつき、他者や地域社会との関わりの中で助

け合い、いたわり合うことの大切さや尊さを実

感したところであります。

議員御指摘のような様々なハラスメントは、

個人としての尊厳や人格を不当に傷つける、人

権に関わる許されない行為と認識しておりま

す。
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その背景には、社会が豊かになる一方で、人

間関係が希薄になったり、他人への思いやりが

欠如したりすることなどが影響しているものと

考えられるところでありまして、社会的な不寛

容さにつながるものとして、大変憂慮すべき状

況にあると認識しております。

太田議員のように寛容の精神を持って望む必

要があると、そのように感じているところであ

ります。

最後に、人権尊重の社会づくりに向けてであ

ります。

人権尊重の社会づくりに向けましては、人権

問題に関する県民一人一人の理解と共感が大変

重要であります。

例えば、新型コロナに関して、医療従事者等

への不当な差別が社会問題となった際には、差

別を受けた当事者の団体を含め、様々な関係機

関等と連携し、「ストップ！コロナ差別 オー

ルみやざき共同宣言」を行い、私も先頭に立っ

て、県民の皆様に訴えかけてまいりました。

また県では、本年３月に「宮崎県人権尊重の

社会づくり条例」を施行しました。私たち一人

一人の立場や考え、置かれている生活状況など

は様々でありますが、お互いを温かい気持ちで

包み、補い合い、助け合って行動し、思いやり

の広がり、連鎖をつくっていくことが大切であ

ります。

この条例の目指す社会の実現に向けまして

は、私自身も、記者会見やＳＮＳなど様々な機

会を通じて、人権尊重に向けたメッセージを、

県民の皆様一人一人の心に届くよう発信してま

いります。以上であります。〔降壇〕

よく分かりました。金融課税○太田清海議員

の問題については、経済学者によっていろんな

論評が分かれておりますので、それはそれとし

て受け入れていきたいと思います。

時間がありましたら、後でまた述べていきた

いと思うんですが、ハラスメントの問題、人権

尊重は、宮崎県も人権尊重の社会づくり条例と

いうのをタイムリーにつくられたと思うので、

これをいかに具現化するかというか、いろんな

メッセージを発して、そうだねというような宮

崎県にしなきゃいかんなと思います。

「日本のひなた宮崎県」という言葉も、考え

てみればいい言葉だな、明るい日差しの中で明

るい心を持って宮崎県民が生きてほしいなとい

うことを思いました。

では、次の質問に移らせていただきますが、

中学校の部活動の地域移行について、教育長に

まず３点お伺いしたいと思います。

１点目は、運動部活動の地域移行に関する検

討会議提言の概要や、今後のスケジュールにつ

いて伺いたいと思います。

国では、深刻な少○教育長（黒木淳一郎君）

子化や教員の業務負担増加等の課題を受け、公

立中学校における運動部活動の地域移行に向

け、有識者による検討会議が開催され、今年６

月にその提言がまとめられました。

その概要としましては、指導者の確保や会費

負担の在り方、保険の在り方など、具体的課題

への対応が示されたところであります。また、

大会の在り方等につきましても、日本中体連が

主催する全国大会に、地域のスポーツ団体等も

参加できるようにすることなどが盛り込まれて

おります。

今後の計画としましても、まずは休日の運動

部活動から段階的に地域移行していくことを基

本とし、令和５年度から３年間を改革集中期間

とすることが併せて示されております。

それでは、先に質問を進めさ○太田清海議員
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せていただきます。

私は部活動というのは、教育の一環として教

員が担うべきではないかと考えております。教

育長の見解をお伺いしたいと思います。

部活動は、学年や○教育長（黒木淳一郎君）

学校を越えた交流を通して、生徒同士の幅広く

豊かな人間関係の構築や、目標達成に向け努力

する過程で壁にぶつかることがあり、そこを乗

り越える経験ができる活動であります。また、

教室とは異なる生徒の姿があり、教員にとっ

て、生徒理解を深めることができる活動でもあ

ります。

私自身も学校現場では、まさしくこのような

教育的な意義や価値を実感してまいりました。

しかしながら、教員の業務量の増加や心理的負

担といった課題があることも認識しておりま

す。

そのようなことからも、今後は、全ての市町

村教育委員会に足を運び、現状や課題等の御意

見を集約しながら、本県の実情に合った部活動

について検討していく必要があると考えており

ます。

このテーマでは最後になりま○太田清海議員

すが、部活動指導員の配置による効果と今後の

見通しについて、お伺いしたいと思います。

公立中学校におき○教育長（黒木淳一郎君）

ます部活動指導員につきましては、主に教員の

負担軽減等を目的に、令和元年度より配置して

おり、今年度は77名を配置することとしており

ます。

その効果といたしましては、教員の時間外の

業務時間の減少をはじめ、「これまで経験のな

い競技を担当した顧問の心理的負担が軽減され

た」「仕事と家庭生活の両立が図られた」など

の報告がなされております。

今後は、国の動向を注視するとともに、各市

町村教育委員会とも連携し、継続的に部活動指

導員の配置を進めてまいります。

この部活動指導員というの○太田清海議員

は、会計年度任用職員と伺っておりましたが、

部活動については、特に義務教育上の部活動で

すから、やっぱり教育の一環であるという視点

を失わないようにしてほしいと思います。

それともう一つは、やはり原則的に先生が忙

しいということであれば、先生を増やすという

視点を忘れないで、今後対応していただきたい

と思うんです。

これで私も最後になるかもしれませんので、

部活動の関係で私が体験した教訓を少し述べて

みたいと思います。

私が部活動を中学校から始めたのは、北郷宇

納間という寒村です。１学年は３クラスありま

したけど、男は野球かソフトテニス、女性はバ

レーかテニスでした。それぐらいしか選択肢が

なかったんです。私はテニスに入りましたけ

ど、初めてテニスボールを打ったときに、どこ

に飛んでいくか分からんから、相手のところに

きれいに返してやろう、返してやろうと思って

やっていると、まるでテニスボールを打つこと

が、その子と会話をしているような、この会話

という、テニスとは面白いんだねという感動が

ありました。それからいっときして、学校の先

生が、美術の先生や国語の先生、数学の先生が

日曜日になると集まってきて、本来は私たちが

練習しなきゃいけないのに先生たちが練習し

て、そういうのを見ていると、こんなことがあ

りました。

先生同士が試合をして、アウト・セーフをめ

ぐってけんかするんです。あれ、先生もけんか

するんだなという社会も見ました。でも先生同
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士、特にあのときは国語の先生でしたけど、ア

ウト・セーフをめぐっていちゃもんをつける先

生に、「先生、おおらかに行きましょう、おお

らかに」と言ったら、その相手の先生は頭をか

くように、何か納得されたようでした。やっぱ

り何か自分を見詰め直したんでしょう。

私は、あのときのおおらかにという言葉が非

常に心に残っていて、この言葉はいろんな争い

事の中に使っていかないかんなということをつ

くづく思ったわけであります。

大人は、そういう争いを避けるための言葉も

十分知っているんだなということを、部活を通

して感じたところです。

高校に入って試合をすると、テニスのボール

がネットにぴちっと当たって、当たったら、も

うこちらの勝ちなんです、誰も取れないから。

だから、中学生時代には、やったと思ったんで

すが、高校の部活でそれをやっていたら、ネッ

トインしたときにやったと心で思ったら、先輩

である高校３年生が、「こっちに来てみろ」

と。「あのね、そういうふうにしてネットに当

たって勝ったときには、帽子を脱いで相手の人

におじぎしなさい、すみませんでしたと。そう

いうことを言いなさい」ということで、公式戦

でもそのようにしてきました。これは、やっぱ

り高校生は大人だなと、中学生と違うんだなと

いうことを自分でも勉強しました。

それから、私は実は九州大会に、高校時代に

１年生のとき補欠で出場させられたことがあり

ます。相手高校は九州の名門校でした。名門校

でありましたが、相手校の前衛が失敗すると、

監督が呼んで、ラケットで頭をたたこうとする

んです。生徒は逃げるんです。私はそれを見

て、テニスというのは楽しい競技なのに、何で

そんなことをするのかなと思って、恐ろしさも

感じました。そんなこともあって、スポーツと

いうのはそういうものだよと、学校の先生と一

緒になって楽しくやらないかんと。

それで、時間がなくなりますが、中学校３年

のときに私は宮崎県で優勝して、インターハイ

に出場しました。そのときの先生は、延岡高校

の事務の先生でした。私は学校の先生と思って

いたら、事務の先生でした。その先生が、優勝

したその晩、旅館に泊まっているときに私たち

を見て、「おまえたちは疲れちょるじゃろう

が、明日は個人戦があるとぞ」と、当時テレビ

で宣伝されていたドリンク剤を買ってきて、私

たちに飲ませたんです。「疲れちょるじゃろ

う」と言って。それを飲んで翌日は試合しまし

たけど、個人戦では私以外は全部負けました。

疲れがたまっていたんだと思いますけど。

そのように、あの事務の先生だったけれど

も、私たちをいたわりながら、「疲れちょる

ね、頑張りましたね」といった、そのいたわり

の心みたいなものが私はありがたかったなと、

忘れられない思いであります。

その先生が言った言葉としてもう一つ覚えて

いるのは、「いいか、君たちは部活をするな

ら、先生の授業をしっかり聞いとれよ。しっか

り聞いとれば、家で勉強せんでいいんだぞ」、

そんなことを言っておりました。私もそのとお

りにしたんですが、まあどうにかなりました。

そんなことで、やっぱり部活というのは教育の

一環である。その人の全人格を受けて育ってい

くんだということを、何か失わないでいてほし

いなと。

もう一つ言うならば、燃え尽き症候群という

のがあります。あんまり厳しくがんがん鍛える

と、もう俺はそんなスポーツをしたくないと

いって、大人になってスポーツから離れていく

 - 217 -



令和４年６月21日(火)

人もいるんです。

私はそういう経験がなかったから、70歳を超

えましたけど、今でもテニスをしております。

時々、田口県会議員も連れ込んで、一緒に練習

したりしております。非常にうまいんです、彼

も。そういうことで、部活というものはそうい

うものもあるんだよということを、ひとつ肝に

銘じておいてほしいと思います。

次に、教員免許更新制の廃止についてであり

ますが、これも３点、先にお伺いしたいと思い

ます。

教員免許更新制の廃止に伴う新たな研修制度

の概要についてお伺いしたいと思います。教育

長、お願いします。

国の示しました新○教育長（黒木淳一郎君）

たな研修制度は、変化の激しい教育環境の中に

おいて、一人一人の教員が目標を設定した上

で、主体的に学び続けることを狙いとしており

ます。

県教育委員会といたしましては、本制度の狙

いを踏まえた上で、県の新たな研修計画を策定

し、その研修の履歴を記録に残す仕組みを構築

してまいります。

また、校長はその研修記録等を活用しなが

ら、教員との対話を通して、今後の研修の方向

性を示し、一人一人の教員にとって最適な学び

となるよう指導助言等を行います。

本制度の詳細につきましては、今後、文部科

学省よりガイドラインが示されますので、その

内容を踏まえて計画的に進めてまいります。

もう一つ、県教育委員会とし○太田清海議員

て、新たな研修制度を今後どのように構築して

いくのかということをお伺いしたいと思いま

す。

県教育委員会とい○教育長（黒木淳一郎君）

たしましては、今後、文部科学省より示されま

す指針やガイドライン等を参考にしながら、本

県ならではの研修制度の構築に取り組んでまい

ります。

具体的には、有識者を交えた教員の育成や研

修に関する会議を実施するとともに、庁内の

ワーキンググループにおきまして、協議を重ね

てまいります。

それらを通して、研修制度の基盤となる教員

の育成指標を定めた上で、今年度末をめどに新

たな研修計画を策定してまいります。

なお、構築に当たりましては、働き方改革を

念頭に置いて、教員の過度な負担にならないよ

う配慮するとともに、学校現場や社会のニーズ

も踏まえながら、作業を進めてまいります。

私は、この教員免許更新制に○太田清海議員

ついては、政治に翻弄されてきたかなという感

じがして。新しい研修制度となっていくようで

すけれども、私は、やっぱり校長先生、教頭先

生、そういった人が、若い先生の人格も含め、

教育の技術も含め教えていく、そういう任務が

校長、教頭先生にはあると思うんです。いろん

な研修に頼らなくても、現場で教えていく。人

格の陶冶という言葉がありますけれども、陶器

を練るように、そして金属を溶かし込んで器を

作っていくような、そういうことを教頭、校長

先生が本来やるべきではないかなという思いが

あります。ひとつよろしくお願いしたいと思い

ます。

次に、地域公共交通について総合政策部長に

お伺いいたします。

これは質問としては１つなんですけれども、

ＪＲ九州のサービスが低下していると感じます

が、県としてどのように対応しているのかとい

うことをお伺いしたいと思うんです。
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私も列車に乗って20年間通勤してきました。

その20年の間に、今までワンマン列車ではな

かったのにワンマン列車が導入されました。そ

れから、私は南延岡駅乗車ですけど、駅員が３

名はおったように思うんですが、とうとう１名

になってしまいました。それから営業時間も、

朝の７時半から午後３時までということになっ

て、それ以降は誰もいないんです。私、これは

いろいろ犯罪も起こるんじゃないか、無銭乗車

をすることとかを誘発してしまうのではないか

というのも感じますし、私たちが駆け込んで駅

に上がっていったときに、最初に見るのは電光

掲示板なんです、あれが一番大きくてしっかり

見えるから。これがなくなりました、電光掲示

板が。

それで、宮崎空港にも行ってみましたが、電

光掲示板はあるんですが、電気が流されていま

せんでした。何ら役目は果たされていないんで

す。あるということは、将来使うかもしれんか

らいいけれども、南延岡駅は取っ払ってしまっ

たんです、全部。こんな状況で果たしていいの

かなと。

様々な問題が起こっております。ということ

で、総合政策部長にお伺いしたいと思います。

ＪＲ九州は、○総合政策部長（松浦直康君）

本年３月に窓口業務や改札対応の時間短縮な

ど、駅体制の見直しを実施いたしましたが、そ

の際、県におきましては、事前に懸念される事

項をＪＲ九州へ要望し、駅員の臨時配置による

定期券販売など、利用者への影響を最小限とす

る対応を取っていただいたところであります。

また、例年、宮崎県鉄道整備促進期成同盟会

では、市町村や商工団体、高校等からの要望を

取りまとめ、ＪＲ九州に提出しておりまして、

これまでに、駅の修繕あるいは放置自転車の撤

去など、可能なものから順次対応いただいてい

るところであります。

御指摘のとおり、ＪＲ九州によるサービスが

低下していくようなことがあると、さらなる利

用者離れにつながることが懸念されます。この

ため、今後も引き続き、沿線自治体や地域住民

の声を届けて、駅施設等の利便性・快適性の向

上のために必要な改善を求めてまいります。

難しい問題でありますが、朝○太田清海議員

７時半からしか駅員さんは来ない。私は６時台

か７時の初めの列車に乗るものですから、誰も

いません、駅には。そのときにお客さんが、身

障割引を取りたいんだけど、相手がいないから

取れなかったんです、これは前回も言いました

けど。だから、列車に乗せて宮崎駅で降ろし

て、そこで取らせました。

もう一つの経験は、おじいちゃんでしたけ

ど、鹿児島の病院に行かないかんということを

言っていましたけど、駅員さんがおらん。そう

したら、お金を入れて買う、あの券売機の扱い

が分からないということで、私がやってあげま

した。その方が、「駅員が来たら、文句言わな

いかん」とか言うわけです。ただ、駅員さん

も、ＪＲ九州サポートサービスという委託先が

請けているから、その人たちに文句を言わせる

のはいかんから、その人も早く列車に乗せて宮

崎まで連れていきました。そんな不満が出てい

るものですから、やっぱり、特に空港はお客さ

んが来る玄関ですから、迎え入れるときには気

持ちよく迎えられるようなＪＲであってほしい

なと思います。ということで、よろしくお願い

いたします。

次に、県有施設における電気の調達につい

て、これは総務部長に３点お伺いいたします。

県有施設で使用する電気の調達方法について
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お伺いしたいと思います。

県における電気の○総務部長（渡辺善敬君）

調達につきましては、国の進める電力の小売自

由化を背景としまして、平成16年度から、契約

電力50キロワット以上の県有施設を基本に、一

般競争入札による電気需給契約を行っており、

現在、県立学校や警察署等を含め123施設で、こ

の方式を導入しております。

このうち、知事部局で契約電力が最大となる

県庁本館及び１号館の入札に、現在の契約では

６者の小売電気事業者が応札し、九州電力株式

会社が落札しております。

それ以外の県有施設につきましては、各施設

管理者が契約電力の規模に応じて、一般競争入

札または随意契約により契約を締結しておりま

す。

仮に契約先の事業者が事業撤○太田清海議員

退した場合、まず新電力の場合ということだろ

うと思いますけど、その後の電気供給はどうな

るのか、お伺いしたいと思います。

仮に、契約中の事○総務部長（渡辺善敬君）

業者から事業撤退の申出があり、電気供給の停

止が見込まれる場合は、新たな事業者へ契約を

切り替える必要があります。

この場合、次の契約先を確保するまでは、電

気事業法に基づきまして、一般送配電事業者で

ある九州電力送配電株式会社と標準料金の２割

増しの金額で締結する、最終保障供給契約によ

りまして、向こう１年以内の電気供給が保障さ

れる仕組みとなっております。

なお、最近のエネルギー価格の高騰等に伴い

まして、国においては、最終保障供給制度の在

り方や電力需給対策について議論されているこ

とから、県としましては、国の電力政策の動向

を注意深く見守りたいと考えております。

それでは最後になりますが、○太田清海議員

県有施設で事業撤退の動きはあるのか、仮に撤

退した場合、県は提訴することになるのか、お

伺いしたいと思います。

県と電気需給契約○総務部長（渡辺善敬君）

を交わしている事業者のうち、今のエネルギー

価格の高騰に伴うコスト増の状況は伺っており

ますが、現時点で直ちに事業撤退が差し迫って

いるなどの相談を受けているケースはありませ

ん。

仮に事業者が事業を撤退し、電力を供給する

見込みがないと認められる場合には、まずは提

訴とは別に、電気需給契約に基づき違約金の請

求を行うことになります。

また、御質問のありました損害賠償請求の提

訴につきましては、事業撤退に伴う法的手続の

状況や資産状況、訴訟費用と損害賠償額等を考

慮し、弁護士とも相談しながら、総合的に判断

することになると考えております。

円安とかウクライナの問題と○太田清海議員

かで物価、原油等も上がったりして、真面目に

事業者もやっておるんだろうと思いますけど、

そういったいろんなことが想定されると思いま

すので、今後、早めに情報をつかむことと、穏

やかな方向で対応していかれたらいいかなと思

います。

次に、福祉保健部長にお伺いいたします。

福祉系高校応援事業についてでありますが、

これは２か月ほど前、とある高校から、「県が

つくった福祉系高校応援事業は大変よいもの

だったが、これが今年度、令和４年度で終わる

と聞いた。今後はどうなるのか」という不安を

聞きましたので、質問いたします。

１点目は、県の事業ですが、「未来へはばた

け！福祉系高校生応援事業」についてお伺いし
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たいと思います。

御質問の事○福祉保健部長（重黒木 清君）

業は、介護職を志す福祉系高校の生徒が介護を

学びやすい環境を整備するため、生徒が負担す

る介護実習に係る費用等について、１人当たり

３万円を上限に助成するものであります。

県では令和２年度からこの事業に取り組んで

おり、県内に６校ある福祉系高校の生徒に対

し、令和２年度は393人に約490万円、令和３年

度は373人に約650万円の助成を行っているとこ

ろであります。

それでは、国が創設した福祉○太田清海議員

系高校修学資金貸付事業についてお伺いしたい

と思います。

福祉系高校○福祉保健部長（重黒木 清君）

修学資金貸付事業は、介護福祉士を目指して福

祉系高校で学ぶ生徒に対し、国と県の負担によ

り、修学準備金や介護実習費、国家試験対策費

用等を貸し付けるものであります。

高校を卒業し、資格取得後、県内で介護等の

業務に３年間従事することで返還が免除される

ため、介護人材の県内定着を促進する観点か

ら、有効な制度と考えております。

この貸付金は、対象となる費用の範囲が広

く、先ほど答弁しました、県の助成で受けられ

る金額以上の借入れが可能であるため、助成金

の支給は今年度までとし、令和５年度以降、福

祉系高校の生徒の修学に係る支援は、貸付制度

に一本化することとしております。

県としましては、対象となる学校の生徒、保

護者に貸付制度を周知し、その活用を図り、介

護分野への新規就労促進に取り組んでまいりま

す。

これをお伺いしたときに、県○太田清海議員

が先進的に制度をつくったと、その後追いで国

が、それより充実するものをつくってくれたん

だなと思うと、宮崎県として先に取り組んだそ

の成果が、国にいい意味で影響したんだと思っ

て、そこは評価をしたいと思います。

そういう意味では、本当にこれが地方自治だ

ということを訴えているような気がして、それ

ぞれのセクションで国の政策をいい意味で変え

ていくような、そういう取組を今後ともお願い

したいと思います。

２か月前に、現場にこれが伝わっていなかっ

たというのもあったものですから、今後は周知

徹底をよろしくお願いしたいと思います。

次に、同じく福祉保健部長に、介護報酬の算

定について２点お伺いしたいと思います。

これは、ある福祉施設の経営者からお伺いし

ました。「300万円ほど借金をして施設をつくっ

たけれども、後で国が介護報酬を減算したの

で、はしごを外された思いがした」と。「介護

労働者も手厚く採用したいと思っているのに、

減算されては困る」という相談を受けました。

それで１点目は、事業者が受け取る介護報酬

が減算されるケースはどのようなものがあるの

か、お伺いしたいと思います。

介護報酬○福祉保健部長（重黒木 清君）

は、介護事業者が利用者に介護サービスを提供

した場合に、利用者の要介護度やサービスの提

供時間などを基に支払われるものであり、一定

の要件により加算または減算されることとなっ

ております。

減算がなされるケースといたしましては、事

業所等におきまして、看護職員や介護職員など

の職員数が配置基準を満たさなくなった場合

や、訪問介護事業所において、同一の建物に居

住する利用者へサービスを提供することで、地

域に点在する利用者への訪問と比べて、移動時
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間が軽減される場合などがあります。

それでは、２つ目であります○太田清海議員

が、介護報酬において介護事業者の努力が適切

に評価されるべきと思いますが、どのように反

映されているのかお伺いしたいと思います。

介護報酬○福祉保健部長（重黒木 清君）

は、介護保険法の規定により、国が定めること

とされ、介護を取り巻く様々な課題に対応する

ため、原則として３年ごとに見直しが行われて

いるところであります。

具体的には、基準を上回る夜間の職員配置や

専門職によるケアなど、より手厚い介護サービ

スを提供した場合や、移動に時間を要する中山

間地域で訪問介護サービスを提供した場合に一

定の報酬が加算されるなど、サービス内容が介

護報酬に反映されるよう改定が行われてきたと

ころであります。

県といたしましては、介護事業者が介護報酬

の仕組みを十分理解し、利用者によりよい介護

サービスを提供してもらえるよう、引き続き、

説明会や個別相談等を通じて周知を図ってまい

りたいと考えております。

これについては経営者の側か○太田清海議員

ら言うと、本当に真面目に取り組んだんだけれ

どもと。減算というのを今お聞きしましたら、

職員数が満たないとかいうときには、それはあ

るでしょう。ただ、建物を造った後に、介護保

険事業所と利用者が居住する建物が別々にない

といけないと言われたというようなイメージで

聞いております。最初に造ったときに同じ棟で

建てたんだと、それを後になってはしごを外さ

れるのはつらいよねというのが、経営者の話の

ようです。

これも以前、コムスン事件といって介護報酬

の不正請求をした事件、ああいったあたりか

ら、国がもう少し厳しくせないかんなというこ

とになったんだろうと思いますけれども、今

後、本当に一生懸命やってる介護事業所に対す

るいろんな加算とか、はしごを外すようなこと

は将来ないように、ひとつ国のほうに訴えてほ

しいと思います。

次に、生活保護の現状について２点お伺いい

たします。

コロナ前後における本県の生活保護の、保護

率の推移についてお伺いいたします。福祉保健

部長、お願いします。

人口1,000人○福祉保健部長（重黒木 清君）

当たりの被保護人員を表す保護率につきまして

は、コロナ禍の影響を受ける前の平成29年度

が16.64、平成30年度が16.55、令和元年度

が16.65と、16.6程度で推移しておりましたとこ

ろ、新型コロナ発生後の令和２年度は16.52、令

和３年度は16.26と、やや低下してきておりま

す。

保護率については、全国的に○太田清海議員

は上がっているんですけれども、宮崎県におい

てはほぼ同率になっています。むしろちょっと

下がっているところもありますけど。これをど

う見るかということですが、これは２点目で

す。保護のこのような状況についてどのように

分析しているのか、お伺いしたいと思います。

コロナ禍の○福祉保健部長（重黒木 清君）

中、国におきましては、生活困窮者に対し、住

民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、住

民税非課税世帯を償還免除とした生活福祉資金

特例貸付、生活困窮者自立支援金や家賃相当額

を給付する住居確保給付金などの手厚い支援策

が講じられてきたところであります。

これらにつきまして、県においては、支援制

度の情報が必要な方々に行き届くよう、コール
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センターや特設サイト「ミナテラスみやざき」

の開設などによる幅広い広報活動を行うととも

に、相談窓口の支援員を増員し、きめ細かな伴

走型支援に取り組んできたところであります。

このような取組によりまして、生活に困窮す

る方々が生活保護に至らず、日常生活の維持に

つなげられたものと考えております。

今言われたように、伴走支援○太田清海議員

とか手厚い対応をしてもらったということも、

確かにあったんだろうと思います。それから、

特例貸付制度も有効に活用されているのかなと

思います。特にボーダーライン層にある人たち

が宮崎県では生活保護を受けなくていいような

形に今はなっているのかな、というような感じ

を受けます。分かりました。

次に、障がい者の介護について、同じく福祉

保健部長に聞きたいと思います。まず、これも

あるお母さんから、自分はもう70歳を過ぎてい

る、子供は40ぐらいですが、自分が死んだ後、

この子はどうするんだろうかという思いから、

相談がありました。

ＮＨＫの報道でも、子供より一日だけ長生き

したいというドキュメントの放映があったよう

です。そういう思いからでありますが、質問を

２つほどいたします。

知的障がい者の親には、親亡き後の生活を心

配する方がいるが、県は知的障がい者の実態を

調査したことがあるのか、お伺いしたいと思い

ます。

県では、障○福祉保健部長（重黒木 清君）

がい者施策の基本計画として５年ごとに策定し

ております「宮崎県障がい者計画」の基礎資料

とするため、知的障がいを含む障がい者の方々

へのアンケート調査を実施しているところであ

ります。

具体的には、現在の暮らし方について、家族

と同居しているのか、または一人暮らしなの

か、あるいはグループホームや施設に入居して

いるのか等を調査するとともに、将来的にはど

のような暮らし方を希望しているのかについて

も調査をしております。

来年度は、次期計画の策定年度に当たります

ことから、同様のアンケート調査を予定してお

りますので、知的障がい者などの実態をしっか

り把握できるよう、調査内容につきまして検討

してまいります。

私もアンケートを見せていた○太田清海議員

だきましたが、今、知的障がい者の置かれた状

況というのは、ある程度分かりました。確かに

そういうアンケートを取られておるなというこ

とで、まあいいでしょう。

では、次の質問をいたします。

「施設から地域生活への移行」という国の方

針がありますけれども、施設入所という選択肢

も必要ではないかということでお尋ねしたい。

国は、障が○福祉保健部長（重黒木 清君）

いのある方が地域で暮らしていけるよう、障害

福祉サービスの提供に関する基本的な方針とし

て、「施設から地域生活への移行」の推進を掲

げております。

このため県では、地域における居住の場であ

るグループホームの整備や、関係機関が連携し

て相談に応じるなどの地域生活を支援する機能

の強化に、市町村と連携しながら取り組んでい

るところであります。

一方で、障がいが重度であるなどの理由によ

り、施設への入所が必要な方もいることから、

施設におけるサービスの質の向上などに取り組

んでいるところであります。

いずれにしましても、親亡き後の生活は、本
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人や御家族にとって大変切実な問題であります

ので、障がいの有無にかかわらず、共に生きる

社会の実現に向けて、しっかりと取り組んでま

いります。

分かりました。アンケートを○太田清海議員

取っておられますが、2005年に成立した障害者

自立支援法、そういった考え方から、施設から

地域へというのがあります。私たちもそういう

イメージで聞いておりました、地域で障がい者

の人たちが生活できるようになるのはいいんだ

なと思って。

ところが、テレビ放送でもありましたが、障

がい者のいわゆる親亡き後の問題を考えるとき

に、27都道府県が調査したところによると待機

者が１万8,000人ぐらいいらっしゃると。それ

で、施設に入らせてくれませんか、もう私もき

つくなったのでと言っても、50人ぐらい待機し

ておりますのでということで、なかなか入れな

いんです。ということで、宮崎県もこの待機者

の状況、そういったのはアンケートに代わる、

またもう一つの調査としてやっていただくとい

いがなと。

施設でないとどうしても生活できない人たち

が今から出てくるんじゃないかと思って、私自

身もその辺も今後の課題にしておきたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

次に、ウッドショックの状況についてであり

ますが、これは、先ほど林活議連会長である濵

砂守議員が十分に質問されました、この辺の

テーマは。非常に味わいのある質問でありまし

た。私はこれは省略したいと思います。

最後のテーマになりますが、海岸・河川問題

についてであります。

１つ目は、長浜・方財海岸における現在の取

組についてお伺いしたいと思います。これは県

土整備部長、お願いいたします。

長浜・方財海○県土整備部長（西田員敏君）

岸につきましては、これまで継続して延岡新港

のしゅんせつ土砂を用いた養浜や、海岸の状況

を把握するための測量などを行っており、令和

２年度からは、海岸一帯の砂の移動に関する解

析を行っているところであります。

また、地元の皆様や専門家の御意見を伺いな

がら、五ヶ瀬川河口の導流堤におきまして、昨

年１月に袋詰め玉石によるかさ上げ工事を長さ

約30メートル、今年の３月にも上下流に延伸

し、合わせて約55メートル実施しております。

現時点では、袋詰め玉石周辺に砂が堆積して

いる状況が確認できており、一定の効果がある

のではないかと考えているところであります。

しかしながら、設置してからの期間が短いこ

とや、台風などによる高波を受けていない状況

でありますので、現在、対岸に設置した定点観

測カメラ等により、砂の動きや波浪の状況など

をモニタリングしている状況であります。

それでは、同じく長浜・方財○太田清海議員

海岸の保全に向けた今後の取組についてお伺い

したいと思います。

長浜・方財海○県土整備部長（西田員敏君）

外につきましては、今年度は、先ほど答弁しま

した袋詰め玉石をさらに延伸し、継続して効果

検証を行うとともに、五ヶ瀬川の河川管理者で

ある国や県、地元延岡市などで構成する行政連

絡会議を立ち上げ、関係機関が連携して、長浜

・方財海岸の保全に向けた取組を検討すること

としております。

また、海岸から延岡新港へ流れ込む砂を抑制

するため、港のすぐ北側で、防砂堤整備工事に

今年度から着手する予定であり、整備に伴う海

岸への影響についても、モニタリングしていく
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こととしております。

今後とも、関係者と連携しながら、砂浜の保

全について取組を進めてまいります。

長浜・方財海岸についての取○太田清海議員

組は分かりました。

私としては、やっぱり砂の採取はやめてほし

いなというのがあります。これは今までのいろ

んな歴史的な経過があるから、いろんな事業者

があるから、なかなかだとは思いますが、採取

をやめる方向の検討をひとつお願いしたいと思

いますし、袋詰め玉石の効果についても、私も

長浜・方財に行ってきました。確かにきれいに

置いてあって、以前よりは砂が流れている穴が

少なくなったなと思いますが、砂が堆積してい

るところが、ちょっと掘られているところもあ

るので、また見ていただいて、そこにも置け

ば、さらに砂がたまるかなという感じがいたし

ます。

それから、玉石を延伸するという話も今伺い

ましたけれども、私もこれを見ながら、せっか

く砂がたまっているのであれば延伸したほうが

いい、海の側に２メートルでも５メートルでも

伸ばしていく方向で検討されたらどうかなと

思っておりましたが、今答弁の中で出ておりま

すので、期待したいと思います。

素人ながら、テトラポットの両面に玉石を置

くことはできないのかなと、今は片一方だけで

すから、それは私もまだ分かりません、どうい

う結果になるかは。そういうのも感じました。

それから、長浜海岸のほうについては、今言

われたように防砂堤を築くということでありま

すが、今までは水中防波堤だったから、それを

砂が超えたら、もう戻ってこない。それを防砂

堤という完全な、空中に出た防砂堤を造るとい

うようなことでしょうから、これは私は大きく

期待したいと思います。いい効果が出るといい

がなと思っております。分かりました。

それで、県土整備部長には最後の質問になり

ますが、今度は、北川家田地区の霞堤開口部か

ら流入するごみの対策について、これまでの取

組と今後の予定を伺いたいと思います。

北川家田地区○県土整備部長（西田員敏君）

におきましては、これまでに、川の流れを変え

る掘削工事や、開口部付近の樹林帯復元のため

の竹の移植や柳の植栽を行ってきたところであ

ります。

今年度は、４月に開催した地元説明会での意

見も踏まえ、ごみの流入を防ぐための水に浮く

フェンスや、出水時の状況を確認するための監

視カメラを設置いたします。

また、川の流れを一定方向に保つため、新た

に設置する水制工の効果的な配置等について検

討することとしております。

今後は、これまでに実施した対策の効果につ

いて、出水時の状況を十分に検証するととも

に、引き続き、地域住民の方々や専門家の意見

を伺いながら、ごみ流入防止対策を講じてまい

ります。

新たな取組として、水に浮く○太田清海議員

フェンス、これも面白い取組だなと思って期待

しております。分かりました。

私としては、堤防があります、あれを少し向

きを変えるということはできないものだろう

か、山に直角に当たると、そこであおって、ご

みが田んぼの中に入っていくということもあり

ますので、少し曲げるということができないか

なという願望は持っております。よろしくお願

いしたいと思います。

それから、あと１分でありますが、１番目の

問題に移りまして、知事から答弁がありまし
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た、金融資産の課税についてであります。

私は、企業のもうけというのは、株主が取る

のか、賃金として労働者に払うのか、内部留保

としてためるのか、この３つだろうと思うんで

す。この３つのせめぎ合いみたいなもので、内

部留保などというのも484兆円、現在９年連続で

たまっておるということですから、もったいな

いなと。これを吐き出すことによって活性化が

できないものかなと思いますし、株主重視とい

うことも、これもどうだろうかなと。株主より

働く労働者のほうが絶対数は多いと思うんで

す。だからこの辺も、ある程度のモラルという

か、あれが必要かなと、どういうふうになるの

かなと。

そして、日銀も出口戦略に今苦労されておる

ようですが、こういった問題をぜひとも何かう

まく解決されていくようになるといいなと思

い、質問の全てを終わります。ありがとうござ

いました。（拍手）

以上で午前の質問は終わり○右松隆央副議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時44分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開き○中野一則議長

ます。

次は、安田厚生議員。

〔登壇〕（拍手） こんにち○安田厚生議員

は、自由民主党、安田厚生です。最後の質問に

なりますので、もうしばらく我慢をしてくださ

い。

それでは、通告に従いまして質問いたしま

す。

私は小売業を経営しております。また、お米

の生産者でもあります。今は自宅で食べるほど

のお米を作っております。私の父は83歳で、30

年ほど前はもみすり業者でありました。

皆さん、もみすり業者を知っていますか。今

のもみすり機は小さくて、この壇上ぐらいの大

きさであります。乾燥機から直接もみすりの機

械に入って玄米が出てくる仕組みであります。

30年ほど前は、もみすり機はこの後ろの議長

の机ほどある大きなものでありました。そのも

みすり機を台車に乗せ耕運機で引っ張り、各農

家の家を回り、もみすりを行っておりました。

１日に３軒から４軒ほど農家を回ります。もみ

すりが終わりますと、毎年その農家は、今年は

何俵取れたとすごく喜んで、その一年の収穫の

喜びを表現しておりました。

また、各農家は、一年の収穫が終わります

と、ごちそうがずらっと並んでいたことを思い

出します。私も、よく米作りの手伝いをしてい

ましたので、幾つもの工程を経て作られたお米

作りの大変さは分かっています。

米の食味ランキングで、美郷町を含む地域で

最高評価「特Ａ」を３年連続で獲得いたしまし

た。３年連続というプレッシャーの中で獲得し

た生産者の努力に、敬意と感謝を申し上げま

す。

美郷町の議員さんによりますと、農家の人は

米の収穫量や品質を高めるため、水田の水が常

に稲の生育に適した深さや水温になるように管

理することを心がけているといいます。

農業を取り巻く環境が厳しさを増す中、本県

では、特Ａ取得によるうまい米作りを推進して

います。霧島地区、西北山間地区の「ヒノヒカ

リ」が、共に最上級「特Ａ」を獲得いたしまし

たが、販売促進、販売戦略が必要であると思い

ます。
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そこで、食味ランキング「特Ａ」米のＰＲに

ついてどのように考えているのか、知事にお伺

いいたします。

以上、壇上からの質問とし、あとは質問席か

ら行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

令和３年産米の食味ランキングにおきまし

て、本県の霧島及び西北山間地区が、共に３年

連続で最高ランクの特Ａを取得したことは、す

ばらしい功績でありまして、生産者の皆様の

日々のたゆまぬ御尽力に深く敬意を表します。

九州全体で見ましても、３年連続で特Ａとい

うのは佐賀に１か所ございましたが、それを除

くと本県のこの２地域ということで、それを考

えても、すばらしい成績であると考えておりま

す。

県では、特Ａを取得した地区で生産される米

で一定の基準を満たしたものを、「宮崎特選

米」としてブランド認証し、様々なＰＲ活動に

取り組んでいるところであります。

今、ウクライナ情勢を背景として、国産国消

が叫ばれ、米の生産そして消費というものにも

大きく比重を移していくべき、そういう状況に

あって、本県でこのような米が取れますことを

大変心強く思っているところであります。

今回の３年連続の特Ａ取得は、本県の米の認

知度向上、そしてさらなる消費拡大への効果が

期待されます。

今年度は、全国から参加者が集まる青島太平

洋マラソンのランナーへの賞品や、県内でス

ポーツキャンプを行う団体への贈呈品として活

用するとともに、今後、増加が期待されます観

光客などにも積極的にＰＲしてまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

議長から今年４月に、えびの○安田厚生議員

産を含む地域の特Ａ米をごちそうになりまし

た。大変おいしくいただきました。

県では、特Ａの継続取得及び産地拡大に向け

た生産技術の普及や、特Ａ取得対策会議を核と

する指導体制の強化をしていますが、特Ａを取

得した後の県からの支援は少ないように感じま

す。取得後のＰＲが大事なことではないでしょ

うか。

今年、全国和牛能力共進会が開催されます。

宮崎牛は、内閣総理大臣賞を３回連続で受賞し

ています。それと同様に、特Ａの取得は価値が

あるものだと私は思っております。

今回、霧島地区と西北山間地区で特Ａを取得

しましたが、ＰＲや販売促進など、それぞれの

地区の特性に合わせた販売戦略が必要と思われ

ます。地元からも、宮崎牛と同様に、お米でも

特Ａ米販売促進協議会などを設置し、全国にＰ

Ｒしてほしいとの要望がありました。

また、宮崎県では大相撲の優勝力士に表彰式

で宮崎牛を贈呈していますが、それと一緒に特

Ａ米の贈呈をしてはどうかという、美郷町を含

む地域から提案・要望があります。今後検討し

ていただきたいと思います。

県産米の競争を勝ち抜いてきた特Ａ米に付加

価値をつけ販売されることが、生産意欲につな

がると思います。特Ａ米の消費拡大に向けての

取組について、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

県では、特Ａ○農政水産部長（久保昌広君）

米の消費拡大に向け、「宮崎特選米」というブ

ランドを確立し、商品力の強化に取り組んでお

ります。

これまで、平成28年に霧島地区、令和２年に

西北山間地区の２地区が認証を受け、それぞれ
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に県内外への販路拡大やＰＲ活動等に取り組ま

れているところです。

また、県では、関係機関等と宮崎県米消費拡

大推進協議会を組織し、宮崎米の認知度向上と

ともに消費拡大に取り組んでいるところです

が、今年度は、３年連続の特Ａ取得を弾みに、

「宮崎特選米」の食味をＰＲポイントとして活

用し、消費拡大に向けた活動を行うこととして

おります。

これまで指導体制の構築を○安田厚生議員

図って、皆さんが特Ａを取得する努力はしてい

たんですけれども、取得した後のＰＲ活動が必

要ではないかなと思っております。

今年３月に山形県に行かせていただきまし

た。山形県では、ブランド米「つやひめ」をキ

ロ800円ぐらいで売っているんです。宮崎産米は

高くてキロで400円ぐらいでありますので、お米

の価格が上がらないと生産意欲も上がらないと

思います。今後、県を挙げてＰＲに努めていた

だきたいと思います。

コロナ禍での営業自粛や時短営業などによ

り、外食向けのお米の需要減が続いたことなど

から、消費が落ち込む状態が続いています。

本県では主食用米の作付面積は、この10年間

で5,400ヘクタール減少しており、水稲農家の継

続が危惧されています。

農機具や燃料費、肥料などの経費は上昇を続

け、お米の価格は下がる一方であります。この

まま下がり続ければ、水稲農家はさらに厳しい

状況となると思われます。

そこで、水稲生産を続けていくための県独自

の支援について、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

コロナ禍等の○農政水産部長（久保昌広君）

影響により米価が低迷する一方で、肥料や資材

等の価格が上昇し、稲作農家はこれまで以上に

大変厳しい経営環境に置かれています。

今後とも水稲生産を続けていくためには、収

益性の向上を図ることが何より重要だと考えて

おります。

このため県では、土地利用型農業産地再編・

強化対策事業により、経営規模拡大や収益力向

上に向けた取組の支援を行うとともに、稲作経

営基盤強化対策事業により、必要な機械、機器

の導入支援を行うことで、持続可能なもうかる

稲作経営の実現を支援してまいります。

正直言って、お米の価格が上○安田厚生議員

がらないと大変厳しい状況であります。生産者

の中には、買って食べたほうが安いと言う方も

いらっしゃいます。農地を守ることも大変であ

ることを認識してほしいと思います。

少子高齢化で農業従事者が減る中、利用され

ていない農地などを集約して意欲のある農家に

貸し出す農地中間管理機構を設置し、担い手へ

の農地の集積・集約に努めていると伺っており

ます。

東臼杵及び西臼杵において、担い手への農地

集積が進んでいない要因と今後の対策につい

て、農政水産部長にお伺いいたします。

東臼杵や西臼○農政水産部長（久保昌広君）

杵では、不整形で小さな農地が傾斜地に分散し

ているため、作業効率が悪く、地域のリーダー

となり得る若手農業者不足も相まって、農地集

積が進んでいない状況にあります。

このような中、門川町の庵川東・牧山地区や

高千穂町の下野西地区では、地域のリーダーが

中心となって、徹底した話合いの下、集落営農

組織の法人化を進めるとともに、農地バンクを

活用して、農地集積を図るなどのモデル的な取

組を展開されております。
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県としましては、関係機関・団体と連携し

て、このような優良事例を広く県内に周知する

とともに、地域の将来ビジョン等を描く「人・

農地プラン」が法定化されたことも踏まえ、話

合い活動を一層推進し、担い手の確保と農地集

積に取り組んでまいります。

人手不足に加えて小さな農地○安田厚生議員

が点在する中山間地域では難しいようでありま

す。産地効率化やスマート農業の展開を通じた

農業の成長産業化に向けて、農地の集約化等を

進めていただきたいと思います。人の確保と育

成を図る措置も講じる必要があると思いますの

で、その対策もお願いしたいと思います。

私も水稲生産をしていますが、田んぼの田起

こしから代かき、肥料を与え、週末には草刈り

等をしています。

先日、驚いたことがありました。代かきを終

え、田んぼの隅を見てみますと、肥料が集まっ

ていたことであります。近所の先輩が、「それ

はプラスチックだよ」と教えてくれました。プ

ラスチックが田んぼにあるということに驚きま

した。

近年、プラスチックごみによる海洋汚染が国

際的な問題とされています。農業生産において

も、農業用ハウスやトンネルの資材だけでな

く、被覆肥料など生産資材としてプラスチック

が使用されているようです。この肥料にプラス

チックが使われるようになったのは、1970年代

からです。それから52年使用され、今では日本

の水田のおよそ６割で利用されています。肥料

にプラスチックが使われていることは、米農家

の間でも知られていません。

そこで、被覆肥料がプラスチック等でコー

ティングされていることについて、県や生産者

がどのくらい認識しているのか、農政水産部長

にお伺いいたします。

被覆肥料は、○農政水産部長（久保昌広君）

肥料の散布回数を減らし、過剰養分の流出を防

ぐことができ、省力化や環境負荷低減が図れる

メリットがございます。

一方、コーティングの材料のプラスチック

は、土中の微生物により長期間かけて分解され

ますが、水路から河川、海洋へと流出すると分

解されにくく、汚染の原因になりかねないデメ

リットがございます。

また、生産者のほうからは、農業改良普及セ

ンターなどに、水田に浮いているプラスチック

殻に関する問合せもあることから、材質につい

て十分に御承知されていない方も、少なからず

いらっしゃるのではないかと思われます。

このプラスチック殻は、長時○安田厚生議員

間紫外線に当たると分解されるとされていま

す。分解されないまま河川に流出することがあ

るようです。プラスチック殻は小さ過ぎて拾え

ないため、流れ出した時点でマイクロプラス

チックになってしまうことが問題となっていま

す。

被覆肥料のプラスチック殻の流出防止対策に

ついて、農政水産部長にお伺いいたします

被覆肥料は、○農政水産部長（久保昌広君）

近年、全国的に水田での使用量が増大したこと

から、水田から流出し、環境問題として注目さ

れるようになってきました。

県では、農業改良普及センターが実施する生

産者向けの研修会など、様々な機会を通じて、

被覆肥料にプラスチック等が使われていること

を周知するとともに、水田への入水量の調節や

排水口にネットを設置することで、流出を防止

するなどの対策を徹底していくこととしており

ます。
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なお、肥料メーカーでは、環境に優しい素材

への見直しを進めていると聞いております。

引き続き、関係団体と連携して、プラスチッ

ク殻の流出防止対策の指導を行ってまいりま

す。

私の田んぼでも、ネットを○安田厚生議員

張って流出を防止したんですけれども、なかな

か流出が止まらないといいますか、水が止まっ

てしまうんです。１年前の殻がたまったりし

て、なかなか水がはけないということもありま

すので、何かいい対策を考えていただきたいと

思います。

また、2030年までに各メーカーとも環境に優

しい素材への見直しを進めるということであり

ますけれども、裏を返せば、それまでに対策を

取らないということになりますので、日本の農

業を持続可能なものにするためにも、早急に対

策を考えていかなければならない課題だと感じ

ました。対策をお願いしたいと思います。

次に、海の環境についてお伺いします。

藻場は「海の森」と呼ばれ、藻場による水質

の浄化や、多くの生き物に産卵・生育の場とし

ての役割を果たす重要な生育環境となっていま

す。

しかし、全国では、ウニの食害などが原因で

藻場が減少する磯焼けが進行して、大きな問題

となっています。

藻場は本県の水産業にとっても重要な役割を

担っており、藻場が減少することで、その機能

が損なわれます。漁業者に大きな影響を及ぼす

ことが考えられますが、本県における藻場の再

生に係る取組について、農政水産部長にお伺い

いたします。

藻場は、稚魚○農政水産部長（久保昌広君）

の成育場など沿岸資源の保全に重要な役割を

担っておりますが、本県では、ウニなどによる

食害被害により藻場が大きく減少したまま十分

に再生できない海域が多く見られます。

このため、漁業者を中心にウニの駆除活動を

行っており、県では、このような活動への技術

的指導と財政支援を行うとともに、ウニが入り

込みにくく海藻を定着させやすいコンクリート

ブロックを設置するなどの取組を進めてきまし

た。

この結果、日向市などでは藻場の再生が図ら

れ、アワビなどの漁場として利用されるなど、

一定の効果が見られております。

県といたしましては、引き続きこのような取

組を進めることで、藻場の再生に取り組んでま

いります。

ありがとうございます。鹿児○安田厚生議員

島県のある高校では、藻場を荒らすウニを使い

農業用の肥料をつくる研究を行っております。

魚の餌である藻を育成するために、駆除したウ

ニを有効活用できないかと取り組んでいたもの

であります。

これまで駆除されていたウニから農産物用の

液体肥料になる有機発酵液を作ったところ、農

産物の収穫量の改善につながったということで

あります。

ウニも生き物でありますので、除去されたウ

ニの賢い利用方法の開発が望まれると思いま

す。その対策等をお願いしたいと思います。

次に、ブルーカーボンについてお伺いいたし

ます。

日向市の東ソー日向株式会社護岸部のアラメ

場による温室効果ガス吸収等について、ブルー

カーボン・オフセット制度で認証されました。

国はブルーカーボンという海に着目した施策

を打ち出しております。沿岸域の藻場等に生育
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する海洋植物にＣＯ として取り込まれた炭素の２

ことをブルーカーボンといいます。

このブルーカーボンは比較的新しい考え方で

ありますが、藻場の造成は、沿岸漁業の振興と

ともに、ブルーカーボン推進を図ることができ

ると思います。

ブルーカーボンに対する県の取組について、

農政水産部長にお伺いいたします。

海藻等による○農政水産部長（久保昌広君）

二酸化炭素の吸収、いわゆるブルーカーボン

は、2009年の国連環境計画において二酸化炭素

の重要な吸収源として報告されて以降、その機

能に対する期待が高まり、現在では、気候変動

対策として世界的に取組が進んでおります。

県としましては、漁業者による藻場の保全活

動への支援に加え、今年度から「養殖グリーン

成長戦略推進事業」を創設し、ワカメ養殖の支

援などを行っておりますが、この取組は新たな

ブルーカーボンにもつながるものと考えており

ます。

引き続き、漁業生産力の向上を図りつつ、脱

炭素社会にも貢献する取組を推進してまいりま

す。

このブルーカーボンに関する○安田厚生議員

取組は、藻場の再生を促し、地球温暖化の抑制

にもつながっていきます。再生可能エネルギー

への転換や健全な森林管理保全にも取り組んで

いますが、さらなる取組が必要です。

海の資源を使った温暖化対策や環境保全にブ

ルーカーボンに関する取組が求められると思っ

ておりますので、さらなる対策をお願いいたし

ます。

大型連休の初日に、椎葉村の向山地区で「も

ぐもぐ交流会」が開催されました。主催したの

は、伝統農法焼き畑の継承に取り組んでいる地

元の団体「焼き畑蕎麦倶楽部」の方々でありま

した。

山と海のつながりや、山を守る大切さを知っ

てもらうのが主催者の目的であります。

会場では、山菜の天ぷらや団子などをおいし

くいただくことができました。また、特設ス

テージでは、太鼓や民謡、神楽などが披露さ

れ、盛大に盛り上がりました。もちろん、私の

仕事はマグロの解体ショーでありました。

日頃でありますと、お皿に２切れとか３切れ

ずつ盛って、並んでもらうんですが、この日

は35キロのキハダマグロを用意しまして、食べ

放題のマグロの解体ショーになりました。小学

生の子供たちが大変喜んで、これは生で食べら

れるのかというような感じで喜んでいただいた

ことを思い出します。

その子供たちが神楽の継承に携わっていると

いうことで、椎葉村の神楽は地域ごとに異なり

ます。勇壮な舞の数々が奉納されています。ま

た諸塚村では、神社ごとに春と秋に行われる大

祭や臼太鼓踊り等があります。美郷町では、師

走祭りの夜に奉納される百済王を鎮める神門神

楽があり、地域の活性化も図っているようで

す。

伝統芸能は郷土に伝承されてきた貴重な財産

であります。その文化の保存と継承が課題であ

り、伝統芸能、特に神楽等に対しては、後継者

の育成につなげていくことが大事だと思ってお

ります。

神楽の保存・継承のために、県が行っている

取組と今後の方策について、教育長にお伺いい

たします。

県内には、200を超○教育長（黒木淳一郎君）

える神楽が大切に受け継がれております。しか

しながら、高齢化や過疎化により保存・継承が
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難しい状況になってきておりまして、このこと

は本県だけではなく、全国各地域においても同

様の状況であります。

そのため、本県が中心となり、神楽の保存・

継承を目的とした国指定神楽保存団体による全

国組織を今年度中に設立し、一日も早いユネス

コ無形文化遺産登録を目指してまいります。

また、県内におきましては、これまで神楽の

調査研究や、映像記録の保存・公開などに取り

組んでまいりました。加えて、今年度は新たに

神楽保存団体の連絡協議会を開催し、情報の共

有や連携の強化を図ることで、神楽の保存・継

承をより一層推進してまいります。

神楽伝統芸能のユネスコ無形○安田厚生議員

文化遺産登録に向けて、宮崎県が旗振り役を表

明したことは大変意義のあることだと思ってお

ります。ユネスコ無形文化遺産に神楽伝統芸能

を登録することができたら、各市町村や観光機

関と連携し、多様な媒体を活用して、国内外に

向け本県の伝統芸能の魅力をしっかりと発信

し、さらなる観光誘客につなげていただきたい

と思います。

次に、国道265号の整備状況についてお伺いい

たします。

国道265号は、宮崎県小林市から西米良村、椎

葉村を通り、熊本県阿蘇市に至る195キロの一般

国道であります。

先日、小林市から国道265号を通り、椎葉村か

ら門川町に帰ろうとしたのですが、通行止めに

より折り返して帰ってきたところであります。

私の尊敬している先輩は ここでは名前は―

言いませんが 50年前、この国道265号を友人―

３人で歩いて熊本まで行く旅を計画したとのこ

とです。当日、友達２人は親から叱られたから

なのか分かりませんが、待ち合わせの場所に来

なくて、仕方なく一人で、えびの市から国道265

号を歩いて椎葉まで行き、どこで道を間違った

のか諸塚に出たそうです。普通の人なら絶対に

歩かないと思いますが、変わっている人だなと

思ったところであります。諸塚村からどうやっ

て帰ったのかは知りませんが、後でゆっくり聞

きたいと思います。あまり話すと議長本人から

叱られますので、やめにしておきます。

九州中央自動車道五ヶ瀬西・蘇陽インターの

アクセス道路である国道265号は、緊急時の搬送

時間の大幅な短縮が期待されます。また、宮崎

県北部地域のインフラ整備は、防災・減災の効

果も期待されています。入郷地域から高速への

アクセスを強化するためには、国道265号の整備

が必要不可欠であります。

そこで、音ヶ瀬大橋から熊本県県境までの整

備状況について、県土整備部長にお伺いいたし

ます。

国道265号につ○県土整備部長（西田員敏君）

きましては、地域の産業振興はもとより、災害

や急病時における救急搬送など、住民の安全で

安心な暮らしを支える重要な路線であります。

議員お尋ねの区間については、九州中央自動

車道と一体となって広域的な道路ネットワーク

を形成することから、これまでに、国見トンネ

ルや仲塔工区などの整備に重点的に取り組んで

きたところでありまして、延長約27キロメート

ルのうち、約24キロメートルで２車線の整備が

完了しております。

残る約３キロメートルの区間につきまして

は、現在、十根川工区として整備を進めてお

り、これまでに椎葉村側の約１キロメートルを

供用し、今年度も引き続き、約200メートルの道

路改良工事を進めることとしております。

この工区は今後、２か所のトンネルなど大規
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模構造物の整備もありますことから、必要な予

算の確保に努め、しっかりと取り組んでまいり

ます。

必要な予算の確保に努めてい○安田厚生議員

ただきたいと思います。九州中央自動車道のア

クセス性も高まりますので、早期整備に向けて

いただきたいと思います。

先日、諸塚村議会議員の皆様が、国道503号の

飯干トンネル事業化のお礼に、知事をはじめ各

部にお邪魔をいたしました。大変お忙しいとき

に対応していただきまして、誠にありがとうご

ざいました。

諸塚村の皆様は期待し、完成するまで長生き

しないといけないと、90歳の方が言っていたそ

うであります。寿命も延びる国道であります。

また、副知事からは、「これを機会に新しい

まちづくりをしたほうがいいんだよ」というよ

うな提言もいただいておりました。国道265号の

早期整備をお願いしたいと思います。

次に、産業育成についてお伺いいたします。

県民の産業別人口割合では、基幹産業である

農林業と同程度を建設業が占めています。

建設業の役割は、インフラ整備・災害復旧・

維持管理です。また、鳥インフルエンザや口蹄

疫の対応にも、地元の建設業が重要な役割を

担っています。しかし、建設業者の減少によ

り、インフラの維持管理の対応が困難な状況に

なっています。

また、中山間地域で災害が発生した場合、距

離が離れた地区から駆けつけなければならない

ことも増え、復旧も遅れることもあるようで

す。

過疎化の進む中山間地域においては、地元の

建設業者の存在が重要であり、建設業者は、地

域の守り手として新たな担い手を確保すること

が喫緊の課題であります。

建設業の担い手の現状と人材確保・育成に向

けた取組について、県土整備部長にお伺いいた

します。

県内建設業の○県土整備部長（西田員敏君）

就業者の割合は、50歳以上が５割強に対して30

歳未満は１割弱であり、有効求人倍率も高止ま

りするなど、年々担い手不足が深刻化しており

ます。

このため県におきましては、産業開発青年隊

における技術者の育成や、資格取得の支援など

に取り組むとともに、今年度から県建設業協会

に担い手コーディネーターを設置し、現場見学

会やインターンシップ等の充実、建設産業の魅

力や企業情報等を伝えるポータルサイトの構築

を進めるなど、情報発信の強化にも努めている

ところであります。

また、業界のイメージアップに向けて、県発

注工事において進めております週休２日やＩＣ

Ｔ活用工事など、働き方改革や生産性向上につ

ながる取組も進めながら、しっかりと人材の確

保・育成を図ってまいります。

中山間地域では、求人を出し○安田厚生議員

ても何年も応募がない状況で、高齢者の職員を

引き止めながら就業者の確保をしています。

外国人労働者は言葉の壁等の問題もあり、何

人も雇うことはできず、抜本的な解決策にはな

らないようです。

担い手確保以外にも、設備投資等やるべきこ

とがたくさんあります。国や県の施策で推進し

ているＩＣＴ施工等の最新技術も、中小企業で

ある建設業者では、資本的に取り組むことが困

難なのが実情であります。

デジタル技術の活用により、建設現場の生産

性の向上やインフラ、メンテナンスの高度化・
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効率化を図っていくことが重要でありますが、

建設現場におけるＩＣＴ等のこれまでの取組状

況と今後の取組について、県土整備部長にお伺

いいたします。

県土整備部に○県土整備部長（西田員敏君）

おきましては、公共工事の測量・施工・管理の

各段階において、デジタル技術を活用する「建

設ＩＣＴ活用工事」を平成29年度から開始して

おり、これまでに大規模な工事を中心に190

件、92社の企業が取り組んでおります。

また、工事書類をインターネット上で共有・

交換する「情報共有システム」の導入や、現場

確認をビデオ通話で行う「遠隔臨場」など、受

注者・発注者双方の作業効率化を図る取組を進

めているところであります。

今後は、従来よりも小規模な工事を対象とし

た、ＩＣＴ活用工事の普及を図ることにより、

中小の建設業における取組の拡大につなげてま

いります。

建設業協会の青年部の方々と○安田厚生議員

意見交換を行った際に、担い手不足の解消のた

めに、効率のよい施工方法の導入が重要で、急

斜面の危険な現場では遠隔操作の重機を使用す

るなど、既製のコンクリート製品を活用するこ

とで、少ない人手で作業が進み、経営改善や働

き方改革にもつながるとのことでありました。

工事の設計前に、県・設計業者・建設業者が

協議し連携することで、施工性を向上する技術

力を高め合うことが必要だということでありま

した。

建設業は地域に必要な仕事として認めてもら

うために、魅力的な仕事になっていく必要があ

ります。建設業に対する県民の正しい理解とイ

メージアップ、雇用の確保等を図り、建設業の

施工性の技術力を高めることが必要でありま

す。

建設業における生産性の向上の取組状況につ

いて、県土整備部長にお伺いいたします。

建設現場にお○県土整備部長（西田員敏君）

ける生産性の向上を図るためには、施工の効率

化に向けた取組が大変重要でありまして、先ほ

どお答えしたＩＣＴを活用するほか、県では、

現場技術者等の意見を参考にしながら、独自の

取組を進めているところであります。

具体的には、設計の段階から、現場での施工

に精通した技術者の意見を反映する三者検討会

を活用し、施工性の向上を図っているところで

あります。

また、「生産性向上に配慮した設計施工要

領」を今年３月に定め、設計時において、建設

現場における省力化や、施工日数の縮減が図ら

れる工法・資材の検討を行っているところであ

ります。

今後も、関係団体と連携を図りながら、生産

性向上の取組を進め、建設産業の魅力向上につ

なげてまいります。

意見交換会では、若者が就職○安田厚生議員

したくなるような将来性のある建設業を目指し

たいとのことでありました。県においても、魅

力ある産業にしていただき、人材確保・育成を

図っていただきたいとお願いいたします。

次に、犬猫の殺処分について質問いたしま

す。

犬及び猫の引取り数や殺処分数を減らすこと

は、大きな課題であります。

コロナ禍で、ペットを飼う人が急増しまし

た。長引く自粛生活において、ペットは癒やし

の存在であります。ところが、「捨てられてし

まう犬や猫が増えた」という悲しいニュースも

聞こえてきます。その一方で、動物の殺処分に
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対する批判や関心は高まり、人々の動物愛護に

対する意識も変わり始めています。犬や猫の譲

渡を推進することが、殺処分削減につながると

思います。

そこで、令和３年度の犬猫の収容数と殺処分

数の状況、殺処分ゼロへの対策について、福祉

保健部長にお伺いいたします。

令和３年度○福祉保健部長（重黒木 清君）

の収容数は、犬が727頭、猫が979頭、合計1,706

頭となっており、年々減少しているところであ

ります。

次に、令和３年度の殺処分数につきまして

は、犬45頭、猫298頭、合計343頭であります。

この343頭は、全て収容後の死亡や重篤な病気

があるなど、譲渡に適さないと判断されたもの

であることから、これらを除いた譲渡可能な動

物の殺処分数は実質ゼロとなっており、令和元

年度より３年連続で継続しているところであり

ます。

県ではこれまで、いのちの教育や地域猫対策

等の施策を講じてきたところでありまして、今

後もこれらの取組に加え、マイクロチップ装着

の普及啓発や犬猫の譲渡を推進し、実質殺処分

ゼロを継続してまいります。

結果として、実質殺処分ゼロ○安田厚生議員

であります。保健所に引き取られてしまった

ペットが殺処分されずに済むために、積極的な

返還・譲渡等、活動を行っていく必要がありま

す。引き続き殺処分ゼロを目指してください。

よろしくお願い申し上げます。

６月に改正されました動物愛護法が施行さ

れ、販売される犬猫について、マイクロチップ

の装着が義務づけされました。

マイクロチップの装着義務化を受け、県内販

売業者の現状と今後の対策について、福祉保健

部長にお伺いいたします。

法の改正に○福祉保健部長（重黒木 清君）

伴うマイクロチップの装着義務化の対象となる

県内の犬猫販売業者の登録施設数は、令和４年

５月末現在で217施設となっております。

県ではこれまで、対象事業者に対しまして、

説明会の開催や文書による通知のほか、施設の

立入検査等の際にもマイクロチップ装着義務化

に関する周知を繰り返し行ってまいりました。

これにより、各事業者の所有する犬猫につい

ては、６月１日から適切に販売されているもの

と考えております。

今後は、保健所や動物愛護センターによる立

入検査の中で、販売業者の対応状況についての

確認を行うとともに、講習会などを通じて、犬

猫の販売時における確実なマイクロチップの装

着について、引き続き指導してまいります。

ありがとうございます。引き○安田厚生議員

続き対応策をお願いいたします。

野良猫の苦情件数も増えてきているようであ

ります。先日、山下議員も質問いたしました

が、県内で行われている不妊手術も継続するこ

とが大事だと思いますので、その対策をお願い

いたします。

次に、県民の健康づくりについてでありま

す。

人工透析患者さんから相談を受けました。

年々、人工透析導入患者も増えてきているよう

であります。

人工透析の原因疾患といたしましては糖尿病

が最も多く、40％を超えております。そこで、

糖尿病の発症予防、さらには重症化予防に取り

組み、早期に病気が発見でき、特定健診を受け

ることが大事だということでありました。

そこで、市町村国保の特定健診実施率と、実
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施率向上に向けた取組状況を、福祉保健部長に

お伺いいたします。

令和２年度○福祉保健部長（重黒木 清君）

の市町村国保の特定健診実施率は、新型コロナ

の影響もあり、前年度を2.8ポイント下回る35.9

％となっております。全国平均を2.2ポイント上

回っておりますが、目標とする60％には届いて

おらず、その向上が課題となっております。

このため、市町村におきましては、電話等に

よる個別の受診勧奨や、夜間・休日健診の実施

など、様々な取組を行っているところでありま

す。

また、県におきましては、毎年５月と10月を

「健康診査広報月間」と定め、県政番組等を活

用した広報のほか、今年度は新たに、受診を促

すテレビＣＭやユーチューブ広告により、啓発

を行っているところであります。

今後とも、市町村をはじめ関係機関と連携

し、実施率向上に向けた取組を進めてまいりま

す。

この健診実施率の向上を進め○安田厚生議員

ていただきたいと思います。

若い頃はそんなに気にもしなかったのですけ

れども、門川町の特定健診の担当の方が何回も

家に来られて、受けてくださいとお願いされま

して、やっと行くような機会になって、行きま

した。幸い血圧が高いだけでありますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。

宮崎県では、「めざせ！健康長寿日本一の宮

崎県」を目指しています。65歳以上の高齢者人

口は年々増加し、３人に１人が高齢者という状

況であります。

周りを見てみますと、独り暮らしの高齢者

や、夫婦のみの高齢者世帯が多く見られます。

健康で生き生きと暮らし続けることも大事であ

ります。

そこで、健康寿命の延伸に向けた取組につい

て、福祉保健部長にお伺いいたします。

本県におき○福祉保健部長（重黒木 清君）

ましては、全国と比べ肥満者の数や食塩摂取量

が多いこと、また歩行数や野菜摂取量が少ない

ことから、健康みやざき行動計画21を策定し、

「めざせ適正体重」「１日プラス1,000歩」「野

菜をプラス100ｇ」「食塩をマイナス２ｇ」など

具体的な目標を掲げて、市町村や関係機関等と

連携しながら取組を進めてきたところでありま

す。

このような中、昨年12月に公表された令和元

年の本県の健康寿命は、全国で男性９位、女性

３位と上位となったところであり、県としまし

ては、今後とも、このような取組を継続してま

いります。

また、心疾患や脳血管疾患のリスクとなる高

血圧を改善・予防する減塩については、これま

での個人の取組から、社会全体の食環境づくり

へと拡大していくこととしておりまして、今

後、地元企業や関係団体の御意見などもお伺い

しながら、官民一体となって取組を進めてまい

ります。

ありがとうございます。減塩○安田厚生議員

は確かに必要です。私も血圧が高いので、減塩

に取り組んでいきたいと思っております。

次に、学校教育についてお伺いいたします。

学校の教員は多くの業務を抱え込み、本来重

視されるべき授業の充実や児童生徒と向き合う

時間の確保が不十分のようであります。

学校教員の働き方改革が叫ばれる中、国の法

改正により、教職員の時間外業務時間は原則１

か月45時間以内、１年間360時間以内という指針

が定められています。教員の働き方改革をさら
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に推進するために、公立学校教員の時間外業務

についてどのくらい改善が図られたのか、教育

長にお伺いいたします。

教員の時間外業務○教育長（黒木淳一郎君）

時間につきましては、毎年10月に、全校種対象

の調査を実施しております。

それによりますと、月当たり45時間を超えて

いる教諭等の割合について、令和３年度と前年

度を比較してみますと、小学校は5.6ポイント減

少して20.8％、中学校は2.8ポイント減少し

て55.3％、高等学校は5.4ポイント減少して53.2

％、特別支援学校は0.8ポイント減少して16.3％

という結果でありました。

県教育委員会といたしましては、今後ともス

クール・サポート・スタッフの拡充や、統合型

校務支援システムの活用、全県立学校でのフ

レックスタイム制度の試行など、時間外業務縮

減の取組を、より一層推進してまいります。

昨年もこの質問をさせていた○安田厚生議員

だきました。何か疑うわけではありませんけれ

ども、学校の教職員のさらなる働き方改革を進

めるようにお願いしたいと思います。

ＧＩＧＡスクールなどにより、１人１台端末

の環境が整備されましたが、端末を使うことが

ゴールではありません。これらを活用すること

で、学習基盤となる資質・能力を育成する協働

的な学びの充実につながると思います。

そこで、ＧＩＧＡスクールの現状と課題につ

いて、教育長にお伺いいたします。

ＧＩＧＡスクール○教育長（黒木淳一郎君）

構想の現状としましては、義務教育段階では、

県内全ての学校で１人１台端末での学習が昨年

度から本格的にスタートし、県立高校におきま

しても、今年度入学生から順次導入しておりま

す。

そのような中、課題としましては、まずは、

ＩＣＴを活用した教員の指導力向上、次に、一

斉にネットワークを活用した際のＩＣＴ機器の

安定した運用であると考えております。

そこで、教員の指導力向上のために、県立学

校のＩＣＴ教育推進リーダーや市町村立学校の

担当者を対象とした研修会を実施するととも

に、モデル校等を指定して、ＩＣＴを効果的に

活用した授業の研究とその普及に取り組んでい

るところであります。

また、ＩＣＴ機器の安定した運用につきまし

ては、トラブル時のサポートの強化、ネット

ワークの点検・増強等につきまして、今議会の

補正予算でお願いしているところであります。

子供たちは１人１台端末を手○安田厚生議員

に持ち活用する機会が増えるとともに、スマー

トフォンやＳＮＳが急速に普及するなど、子供

たちを取り巻く環境は変化し、インターネット

上にあふれる危険な情報やいじめにつながり、

ＳＮＳへの不適切な書き込みなどに触れること

も考えられます。

そのため子供たちに、「情報には誤ったもの

や危険なものがあること」と、「ネット上の

ルールやマナーを守ることの意味」について考

えさせる、いわゆる情報モラル教育は一層重要

になってくると考えています。

そのような中、県教育委員会では今議会の補

正予算に、日頃から児童生徒が自ら判断して行

動できる資質、能力の育成を高めるための情報

モラル教育推進事業を計上されているとのこと

でありました。引き続き、子供たちの情報活用

能力の向上に取り組んでいただきたいと思いま

す。

子供たちの学びのために１人１台の端末が整

備され、効果的な活用が検討される一方で、端
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末を使用して悪口を書き込むなど、いじめも問

題化するようになりました。

児童生徒が安心して学校生活を送ることがで

きるよう、端末を前向きに活用することを考え

てみてはどうでしょうか。いじめなどの悩みを

気軽に相談できる窓口として、１人１台端末の

ホーム画面にショートカットアイコンをつく

り、端末から子供が悩み相談できる仕組みづく

りはできないのか、教育長にお伺いいたしま

す。

県教育委員会で○教育長（黒木淳一郎君）

は、子供たちがいじめや悩みを相談する窓口と

しまして、電話による「24時間子供ＳＯＳダイ

ヤル」や「ふれあいコール」があるほか、イン

ターネット上に「ネットいじめ目安箱サイト」

を開設しておりまして、誰でも悩みを相談でき

る体制を整えております。

その「ネットいじめ目安箱サイト」につきま

しては、ＳＮＳ等での不適切な投稿の内容を画

像で投稿できる機能を追加するなど、より手軽

に相談できるようになっております。

議員御指摘のとおり、子供たちが安心して悩

みを相談する上で、１人１台端末の活用は非常

に有効だと考えておりますので、その仕組みづ

くりを検討してまいります。

ぜひ検討していただきたいと○安田厚生議員

思います。

静岡県では、１人１台端末のホーム画面に

ショートカットアイコンをつくり、気軽に相談

できる窓口として「こころの相談ノート」を構

築しております。小中学校に通う児童生徒か

ら、いじめなどの悩みをタブレット端末で相談

してもらう取組を始めました。いじめの問題、

ヤングケアラー等の子供たちの悩みを早く知る

ことが目的であります。

全国で同様の取組が広がりつつありますの

で、本県においても前向きに検討していただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。

宮崎県のみならず、全国的に教員採用選考試

験の倍率が低下していると聞いております。教

育の質を確保するためには、より多くの方に試

験を受けていただき、優れた人材を確保するこ

とが大変重要です。

本県では様々な対策に取り組んでいるところ

でありますが、ＵＩＪターンを含め県外からの

教職員確保の取組状況について、教育長にお伺

いいたします。

県外からの教員確○教育長（黒木淳一郎君）

保に向けた取組といたしましては、従来から

行っておりました県外の大学訪問等に加えまし

て、平成30年度からは、県外での教員志願者説

明会を実施しており、昨年度は56名の参加があ

りました。

また、令和２年度から、県外２か所での採用

試験を実施しておりまして、本年度は、東京、

大阪、福岡の３か所に増やす予定であります。

さらに、他県の現職教員や元教員を対象とし

ました特別選考試験を平成28年度から実施して

おりまして、昨年度は51名が応募し、27名を採

用しております。

今後とも、これまでの取組のさらなる充実を

図りながら、優秀な人材確保を進めてまいりま

す。

宮崎出身の先生で、他県で現○安田厚生議員

職でおられる先生方も、いずれは宮崎に帰って

きて、宮崎の子供たちを教育したいという方も

中にはいらっしゃいますので、これからも進め

ていただきたいと思います。

次に、防災対策についてお伺いいたします。

今年１月15日、トンガ沖噴火で津波が発生し
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ました。本県沿岸部全域に津波注意報が発令さ

れ、各地で防災無線のサイレンが鳴り響き、急

いで高台に避難する方々も多く見られました。

門川町の役場では、約60台の車が避難された

と聞いております。そしてまた、私の駐車場に

はたくさんの車が避難しておりました。国や県

では、自動車での避難は原則禁止とされていま

すが、浸透していないのが実情のようでありま

す。自動車での避難も必要だと感じる人も多い

ようです。

そこで、津波からの自動車での避難に対する

県の考えを、危機管理統括監にお伺いいたしま

す。

津波からの○危機管理統括監（横山直樹君）

自動車での避難は、道路の陥没や家屋の倒壊等

による通行への支障、渋滞、交通事故、さらに

は、徒歩による円滑な避難の妨げとなることな

どが懸念されるため、宮崎県地域防災計画にお

いては、徒歩による避難を原則としておりま

す。

一方、津波による浸水が想定される区域に

は、体が不自由であったり、避難場所まで遠い

などの理由で、徒歩での避難が困難な方もおら

れることから、市町村は、こうした方々やその

家族、近隣住民とともに、自動車での避難のリ

スクを十分踏まえた上で、あらかじめ、避難経

路の確認や個別の避難計画の策定、訓練を行う

ことで、安全かつ迅速に避難できるよう準備し

ておくことが重要であると考えております。

県では、徒歩での避難を推奨○安田厚生議員

しているということでありますが、避難タワー

がない地域では、自動車で避難する方も多いと

思います。津波の襲来時に予想以上の方が自動

車で避難し、混乱が起きると懸念しているにも

かかわらず、対策が進んでいません。地域ごと

に、自動車での避難について、議論をさらに深

めてほしいと思います。

どこの町とは言いませんけれども、避難タ

ワーがない町があります。そこの地域は海抜10

メーター以下のところに８割ぐらい住宅がある

んです。やはり避難タワーは必要じゃないかな

と思っているところでありますが、避難タワー

の整備を含め、必要な地域に迅速に整備できる

よう、実情に合った対策をお願いいたします。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

以上で一般質問は終わりまし○中野一則議長

た。

次に、今回提案されました議○中野一則議長

案第１号から第12号まで及び報告第１号の各号

議案を一括議題といたします。

質疑の通告はありません。

議案第12号採決◎

まず、公安委員会委員の任命○中野一則議長

の同意についての議案第12号について、お諮り

いたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○中野一則議長

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第12号についてお諮りいたします。

本案については同意することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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御異議なしと認めます。よっ○中野一則議長

て、本案は同意することに決定いたしました。

議案第１号から第11号まで及び◎

報告第１号委員会付託

次に、議案第１号から第11号○中野一則議長

まで及び報告第１号の各号議案は、お手元に配

付の付託表のとおり、それぞれ関係の委員会に

付託いたします。

明日からの日程をお知らせいたします。

明日22日から27日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、28日午前10時から、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時54分散会

令和４年６月21日(火)
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